
 

県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計 

及び実施設計委託の公募型建築プロポーザル説明書 

 

１ 趣 旨 

県営日吉台住宅は、昭和 47 年〜49 年に建設された鉄筋コンクリート造 3 階建て及び 5 階建ての共

同住宅が建ち並ぶ団地です。建物の老朽化が進んでいることから、エレベーター設備の新設などのバリ

アフリー化をした共同住宅の建替整備をすることとしました。 

本団地は、南向き緩斜面に立地し、市街地から離れた郊外に位置しており、様々な世帯が入居してい

る公的賃貸住宅です。住居内外のバリアフリー化や世帯構成に応じた住宅の規模、設備等について、低

廉な家賃かつ健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備する必要があります。 

厳しい県の財政状況を鑑み、合理的かつ経済的な枠組みの順守は当然の与件です。建て替えに当たっ

て選択的整理を積極的に行いながらメリハリをつけた計画を目指しています。 

これらより、県営日吉台住宅第１期の基本設計及び実施設計においては、高度な発想力・設計能力、

豊富な経験等を有する最適な設計者を選定するため、広く公募するプロポーザルを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査部会長からのメッセージ】 
国や自治体による公営住宅（県営住宅、市営住宅、公団住宅等）は、民間のマンションとは異なる

使命をもっています。旧 G7 諸国の多くと同様に、国内の公営住宅は、日本国憲法第二十五条によっ

て保障された国民の権利を具現化するもので（同条第 1 項：全ての国民は健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利を有する）、国や自治体はその整備努力を義務づけられているためです（同条第 2
項：国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上および増進に努めねばならな

い）。民間の投資目的のマンションとは異なり、公営住宅には良質な社会資本としての役割があり、

誰もが入居しうる居住施設という使命をもっています（とりわけ社会的弱者が入居しうる一種のセー

フティネット建築として）。 
県営日吉台住宅は半世紀前に建設され、今回、建替えの対象となりました。この半世紀の間に、

人々の暮らし方や働き方が大きく変化したためです。例えば、高齢者率の高い共同住宅が全国的に増

加することは、半世紀前にはにわかに信じられなかったでしょう（いわゆる高齢者社会や長寿命社会

の到来）。また、年齢や性別を問わずに一人世帯が拡大することや、子育て労力の負担減でなく負担

増も、予期できなかったでしょう（いわゆる少子化、晩婚化、離婚率増大）。あるいは、終身雇用制

の瓦解や、自宅での副業や遠隔通信による在宅勤務といった就労形態も、半世紀前には想像できなか

ったでしょう。もしくは、新型ウィルス感染症が居住施設において拡大しやすいこと、とくに機能的

に設計された場所（共用廊下や EV ホール、玄関や WC やサニタリー等）で拡大しやすいことも、予

期できなかったでしょう。また、半世紀前の住戸プランは家族の生活を重視するあまり、部外者（介

護者や看護者など）の活動を行いにくくしたことも、想定外でしょう。今日の生活者を悩ませている

これらの問題を解決することが、公営住宅の本来の役割です。 
建替え後の日吉台住宅は、以上のような未解決問題（設計者が回答を与えてこなかった居住施設の

未解決問題）のいくつかに解答を与えてほしいと考えています。リアリスティックでありながら、未

来への希望を抱かせる提案をお待ちしています。               
  （西沢 大良） 
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２ 業務の概要 

(１) 業務名 

県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託 

(２) 業務内容等  

 ア 業務内容 福山市日吉台二丁目 13-1 ほかに整備する県営日吉台住宅１～５号館建替工事に伴う

基本設計及び実施設計 

イ 業務場所 福山市日吉台二丁目 13-1 ほか 

 ウ 履行期間 契約締結の翌日～令和８年 10月 30 日（金） 

(３)参考業務規模  

本業務の参考業務規模は、81 百万円程度（税込み）を上限としています。なお、旅費については特

定者の所在地に応じて別途計上します。 

(４) 設計方針等 

ア 特記仕様 

別紙 10「建築設計業務委託特記仕様書（案）」のとおりです。 

イ 建設工事費 

建設工事費は、次の区分のとおりを想定しており、設計金額をこの工事費内に納めてください。

（建築工事、各種設備工事及び外構工事等を含み、特殊基礎（杭等）、既存県営日吉台住宅１～５

号館（外構を含む）の解体工事及び太陽光発電設備工事は別途。物価上昇など社会情勢の変化は

考慮していない。） 

（消費税相当額を含まない）      

区 分 全体 

住棟、駐輪場、ゴミ置場、

トランクルーム、倉庫【新

築】 

概ね 1,923 百万円 

 

なお、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に上記工事費内に納まった設計図書の納

品ができない場合は、損害賠償の請求や契約解除を行うことがあるので留意してください。 

ウ 評価テーマ 

① テーマ１：「豊かで特徴的な敷地条件を活用した良好な地域環境」について 

日吉台住宅は、福山市街とその向こうに瀬戸内海を望む、南斜面で良好な環境に立地してい

ます。その一方で、ＪＲの駅からは徒歩圏外で、敷地内には緩傾斜もあるため、ユニバーサル

デザインの適切な導入が求められる状況にあります。また、周辺に広がる低層住宅街に馴染み

ながらも優れた地域景観を作り出すようなボリュームコントロールも期待されています。 
 

② テーマ２：「安心して住むことのできる利便性に配慮した住環境」について 

日吉台住宅は福山市中心部から離れており、入居者の日常生活における主な移動手段は車や

バスとなっています。車を利用する入居者も多いことから利便性に配慮し、限られた敷地の中

で安全を確保しながら可能な限り駐車場区画を確保することが求められます。 
一方で、その入居する世帯は高齢者世帯が中心であり、また、立地の特性もあって子育て世帯

も一定数住まわれています。これらの世帯の住環境に配慮して、適切なオープンスペースを導入

しつつも、管理に対する現実的かつ合理的な眼差しをもち、良質なコミュニティが持続しつづけ
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る環境提案が求められています。 

 

③ テーマ３：「実現性の高いコスト縮減策と堅実なコスト管理方法」について 

厳しい財政状況の中で県営住宅を安定供給するためには、健康で文化的な生活を営むに足りる

住宅を最小の建設コストで整備するとともに、将来の外壁や給排水等の改修工事におけるコスト

削減を考慮する必要があります。また、本事業では時間とコストのかかる宅地造成許可は想定さ

れていません。従って、緩傾斜であることを活用した住棟計画とすることで、過大なピロティや

デッキを導入することなく、合理的な計画の道を探ることができるはずです。設計における配置・

平面計画の工夫や、近年の建材の物価上昇を踏まえた材料選定など、想定している建設工事費か

らさらにコストダウンを図るための実現性の高いコスト縮減策が求められています。また、こう

したコスト縮減策を含め、建設コストを調整するための堅実なコスト管理の方法についても提案

してください。 
 

３ 審査方法 

審査は２段階選抜方式とします。 
審査段階 審査の方法 選 定 

１次審査 
参加表明書及び簡易提案書（以下「参加表明

書等」という。）により審査を行います。 
５者程度を選定 

２次審査 
技術提案書のプレゼンテーション及び質疑

応答により審査を行います。 
特定者及び次点者各１者を特定 

各審査段階の詳細は、「９ １次審査」及び「11 ２次審査」をご覧ください。 

 

４ 日程 

項 目 日 程 

公募型建築プロポーザル 公示 令和６年 11 月 12 日（火） 

質問書提出期限 令和６年 11 月 19 日（火） 

１次提案書等の提出期限 令和６年 12 月４日（水） 

１次審査の結果発表 令和６年 12 月下旬 

技術提案書の提出期限 令和７年１月 20 日（月）（技術提案書の

提出要請日から休日を除き 13日程度） 

２次審査（公開ヒアリング） 令和７年２月１日（土） 

２次審査の結果発表 令和７年２月上旬 

 

５ 建築設計者選定委員会 

技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る審査は、広島県建築設計者選定委員会県営日

吉台住宅審査部会（委員は別紙１を参照）が行います。 

 

６ 担当課 

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町 1丁目 1-20 いよぎん広島ビル６階 

広島県土木建築局営繕課（営繕企画グループ） 

電話：082－513－2311 ファクシミリ：082－224－6411 
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電子メール：doeizen＠pref.hiroshima.lg.jp 

※本プロポーザルに関しての問い合わせは担当課に行うこととし、施設管理者へ直接問い合わせるこ

とは厳に禁止します。 

 

７ 参加表明書の提出者の資格要件 

(１) 参加に対する制限 

ア 本プロポーザルには、単体事務所又は設計共同体が参加できるものとします。なお、参加表明書

等の提出は、１単体事務所につき１申請（設計共同体の場合は１設計共同体について１申請）とし

ます。 

イ 単体事務所又は設計共同体は、業務の一部を協力事務所に再委託することができます。ただし、

総合の分担業務分野は再委託できません。 

ウ 単体事務所又は設計共同体の構成員は、他の設計共同体の構成員、又は、他の単体事務所若しく

は他の設計共同体の協力事務所として、本プロポーザルに参加することはできません。 

エ 本建築設計者選定委員会の委員又は委員が関係する建築士事務所等に所属する者は、本プロポー

ザルに参加することはできません。 

(２) 参加表明書等の提出者に要求される資格 

ア 単体事務所の場合 

（ア) 建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受け

たものであること。  

（イ) 広島県の令和５・６年度の測量・建設コンサルタント業務（建築関係建設コンサルタント業務）

の「建築一般」又は「意匠」の入札参加資格の認定を受けていること。 

ただし、この公示の日において認定されていない者であっても、技術提案書の提出期限までに

令和４年９月 26 日付け広島県告示第 738 号の定めに従って当該入札参加資格の認定を受けるこ

とを条件として、この要件を満たしているものとして取り扱う（入札参加資格の認定を受けてい

ない者の認定申請は、１次審査結果の発表後（令和６年 12月下旬以降）に受付を行います）。 

（ウ）この公示の日から契約までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外措置を受けていな

いこと。 

（エ）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（オ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の適用を申

請した場合、裁判所からの更生手続開始決定がされている者であること。 

イ 設計共同体の場合 

（ア）構成員の数は２者であること。 

（イ）構成員の代表者（以下「代表構成員」という。）は、設計共同体において中心的役割を担う履

行能力を持ち、かつ出資比率が大きい者であること。 

（ウ）構成員（代表構成員を含む。）は、ア（ア）から（オ）に掲げる条件を全て満たす者であるこ 

と。 

(３) 配置する技術者に要求される資格 

ア 「建築設計業務等委託契約約款」第 14 条に基づく管理技術者（以下「管理技術者」という。）１

名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。 

イ 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各１名配置すること。 

ただし、単体事務所の場合は、管理技術者と総合の分担業務分野を担当する主任担当技術者（以
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下「総合主任担当技術者」という。）のみ、兼務することを可とする。 

また、主任担当技術者は他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務していないこと。 

分担業務分野 業務内容 

総合 
建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備に関する設計を

とりまとめる設計 

構造 建築物の構造に関する設計 

電気 建築物の電気設備、昇降機等に関する設計 

機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備等に関する設計 

積算 建築物の各分野における設計に関する積算 

注）主任担当技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を

担う者とします。 

ウ 管理技術者は参加表明者の組織（設計共同体の場合は代表構成員に限る。）に所属していること。

総合主任担当技術者は、参加表明者の組織（設計共同体の構成員を含む。）に所属していること。 

エ 総合以外の分担業務分野を担当する主任担当技術者は、協力事務所に所属する者としても差し支

えない 

（４）協力事務所に要求される資格等 

この公示の日から契約までの間のいずれの日においても、県の指名除外措置を受けていないこと。

なお、総合の分担業務分野を再委託しないこと。 

 

８ 参加表明書等の作成 

（１）参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、参加表明書等を担当課に提出してください。 

ア 受付期間 

令和６年 11 月 12 日（火）～令和６年 12 月４日（水） 

イ 提出場所及び方法 

担当課へ持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下同じ。）してください。

提出に要する費用の負担は提出者の負担となります。 

持参される場合は受付期間の広島県の休日を定める条例（平成元年条例第２号）に基づく県の休

日（以下「休日」という。）を除く毎日９時から 17 時までとします。（郵送の場合には令和６年 12

月４日（水）17 時必着とします。） 

ウ 提出書類 

（ア）参加表明書（様式１から様式５）を各１部（左綴じ）、簡易提案書（様式６）を 15 部（カラー

使用可）及び電子データ（様式１から様式５：Excel、添付資料：PDF、様式６：PDF）を CD-R に

保存したもの１部を揃えて、提出してください。 

なお、簡易提案書（様式６）の各１部の裏面に提出者名を記載することとし、残りの 14 部及

び全ての表面には提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な社

名等）はしないでください。 

  （イ）設計共同体の場合には、設計共同体結成届（様式７から様式９）を各１部（左綴じ）、及び電子

データ（様式７及び様式９：Excel、様式８：PDF）を CD-R に保存したもの１部を揃えて、併せ

て提出してください。 

（２）記載上の留意事項 

-5-



 

各様式とも１枚に収めてください。書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）によってください。 

文章の文字サイズは 10.0 ポイント以上、イメージ図等の注釈は 6.0 ポイント程度以上とし、判読

できるものとしてください。 

簡易提案書（様式６）の作成に当たっては、プロポーザルの主旨に沿い、文章を補完するための写

真、イラスト、イメージ図等の使用は認めます。 

提出書類について、この説明書及び別紙の書式に示された条件に適合しない場合は無効とすること

があります。 

ア 参加表明書 

（ア）様式１（参加表明書） 

提出者及び作成者を記載してください。 

また、提出者としての資格要件等を満たしている場合は、□にチェックを記載してください。 

なお、広島県の令和５・６年度の測量・建設コンサルタント等業務（建築関係建設コンサルタ

ント業務分野）の「建築一般」又は「意匠」の部門に係る入札参加資格の認定を受けている場合

は、登録番号を記載してください。 

（イ）様式２（提出者（設計事務所）の経歴等） 

 提出者（設計共同体の場合は構成員ごと）について、次のとおり記載してください。 

 設計共同体の場合は、構成員の名称も記載してください。 

① 名称 

 提出者（設計共同体の場合は、設計共同体）の名称を記載してください。 

② 提出者の業務の実績 

 提出者の提出者の平成 26 年４月 1 日から公示日の前日までに引渡している設計業務の実績

を、１件記載してください。 

（ウ）様式３（管理技術者の経歴等） 

管理技術者について、次のとおり記載してください。 

① 氏名 

技術者の氏名を記載してください。 

② 所属、役職 

技術者の所属する組織及び役職を記載してください。 

③ 保有資格 

技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに、資格を証明する書類（免許証

の写し等）を提出してください。 

④  業務の実績 

管理技術者が担当した平成 26 年４月 1 日から公示日の前日までに引渡している設計業務の

実績を、１件記載してください。ただし、増築工事の場合は、増築部分を対象として記載し、

また、複合用途の建築物の場合は、全体部分と該当部分の内訳が分かるように記載してくださ

い。（前職の該当実績についても記載可能です。その際の証明者は現在の所属組織の代表で構い

ません。） 

⑤  受賞歴 

建築関係建設コンサルタント業務のうち、別紙５に掲げる受賞歴（建設することを前提とし

たものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としません。また、公的又は
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公益的機関が行う設計プロポーザルでの特定・入選についても対象としません。以下「受賞歴」

という。）があるものについて、賞の名称、受賞年月、対象施設の名称、施設用途及び規模・構

造並びに従事した立場を記載するとともに、受賞実績がわかるもの（賞状のコピー、掲載され

た雑誌のコピー等）を添付してください。 

なお、受賞歴は３件まで記載してください。 

（エ）様式４－１、４－２、４－３、４－４、４－５（主任担当技術者の経歴等） 

主任担当技術者別に、様式３と同様に記載してください。 

「③ 保有資格」については、技術者の保有する資格のうち、次の資格評価表に記載された

当該分野の資格を記載してください。 

内容に相違がないことを証明者の責任において確認することとし、当該資格を証明する書類

（資格者証の写し等）の添付は求めません。 

 

資格評価表 

分担業務分野 評価する技術者資格 

総合 
一級建築士 

二級建築士 

構造 

構造設計一級建築士 

一級建築士 

二級建築士 

電気 

設備設計一級建築士 

一級建築士、建築設備士、 

技術士（業務に係るものに限る※１）  

一級電気工事施工管理技士 

二級電気工事施工管理技士 

機械 

設備設計一級建築士 

一級建築士、建築設備士、 

技術士（業務に係るものに限る※２） 

一級管工事施工管理技士 

二級管工事施工管理技士 

積算 
建築コスト管理士 

建築積算士 

※１ 分担業務分野の電気に係る技術士については、第二次試験のうち技術部門を電気・電子 

部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門に係るものとするものに限る）に合

格したものに限る。 

※２ 分担業務分野の機械に係る技術士については、第二次試験のうち技術部門を機械部門 

（選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る）、上下水道部門、衛生工学部門

又は総合技術監理部門（選択科目を機械部門（「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る）、

上下水道部門又は衛生工学部門に係るものとするものに限る）に合格したものに限る。 

 

（オ）様式５（協力事務所の名称等） 
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業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従

い記入してください。 

（カ）様式６（簡易提案書（業務実施方針及び手法）） 

（書式Ａ４用紙１枚片面、文章の文字サイズは8.0ポイント以上、イメージ図等の注釈は6.0

ポイント程度以上とし、判読できるものとしてください。図化表現可、カラー使用可） 

業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項（コスト管

理、デジタル技術の活用など。評価テーマに対する内容は除く。）を簡潔に記述してください。

また、「２（４）ウ 評価テーマ」の３つのテーマに対応した計画の考え方について明確に記

述してください。 

イ 設計共同体結成届 

（ア）様式７（設計共同体結成届） 

設計共同体でプロポーザルに参加する場合（以下「設計共同体の場合」という。）に作成してく

ださい。 

（イ）様式８（設計共同体協定書） 

設計共同体の場合には協定を締結することとし、協定書の写しを提出してください。 

（ウ）様式９（設計共同体の取組体制） 

担当分野ごとに、代表構成員・代表構成員を除く構成員・（協力事務所）の欄に所属及び管理技

術者又は主任担当技術者の氏名を記入してください。 
 

９ １次審査 

建築設計者選定委員会において、提出された参加表明書等の評価を行い、２次審査に進む１次審査通

過者を選定します。 

（１）評価基準等 

ア １次審査の評価基準等 

別紙２「１次審査の評価基準」のとおりです。 

イ １次審査通過者の選定者数 

５者程度を選定します。 

（２）選定結果の通知 

令和６年 12 月下旬 

１次審査通過者には直接通知し、２次審査の案内を併せて行います。 

なお、選定結果（選定された提出者名）は別紙６の様式で、1 次審査通過者を県ホームページに掲

載するなど、公表することとしています。 

(３) 非選定理由に関する事項 

ア 参加表明書を提出した者のうち、１次審査通過者として選定されなかった者に対しては、選定さ

れなかった旨とその理由（非選定理由）を書面（非選定通知書）により通知します。 

イ アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（広島県の休日を定める条例（平

成元年広島県条例第２号）に基づく県の休日を除く。以下、「休日」という。）以内に、書面（様式

は自由）により、広島県知事に対して非選定理由について説明を求めることができます。 

ウ イの回答は、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 10日（休日を除く）以内に書

面により行います。 

エ 非選定理由の説明を求める書面の受付場所及び受付時間は次のとおりです。 
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(ア) 受付場所 担当課に同じ 

(イ) 受付時間 ９時から 17時まで（休日を除く） 

 

10 技術提案書の作成等 

（１）技術提案書の提出 

１次審査通過者で、技術提案書の提出を希望する者は、技術提案書を担当課に提出してください。 

ア 受付期間 

令和７年１月 14 日（火）～令和７年１月 20日（月） 

イ 提出場所及び方法 

担当課へ持参又は郵送してください。提出に要する費用の負担は提出者の負担となります。 

持参される場合は受付期間の休日を除く毎日９時から 17 時までとします。（郵送の場合には令和

７年１月 20 日（月）17時必着とします。） 

ウ 提出書類 

（ア）技術提案書（様式 10）を 1 部、技術提案書（様式 11から様式 13）を 15 部（左綴じ、カラー

使用可）、技術提案書（様式 11（Ａ２拡大版））を１部及び電子データ（様式 10 及び様式 12：Excel、

様式 11 及び様式 13：PDF）を CD-R に保存したもの１部を揃えて、提出してください。 

なお、技術提案書（様式 11 から様式 13）の１部の裏面には提出者名を記載することとし、残

りの 14 部及び全ての表面には提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述

（具体的な社名等）はしないでください。 

また、技術提案書（様式 11（Ａ２拡大版））の裏面には提出者名を記載することとし、表面に

は提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）はしない

でください。 

（イ）広島県の「建築一般」又は「意匠」の部門に係る一般競争又は指名競争入札参加資格の認定を

受けていない場合は、令和５・６年度 測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査

に必要な書類を県ホームページからダウンロードし、必要事項を記入したうえで必要書類を添付

した申請書を、「６ 担当課（広島県土木建築局営繕課）」に提出してください。提出書類を審査し

たうえで、資格要件を満たす場合は入札参加資格の認定を行います。（入札参加資格の認定を受け

ていない者の認定申請は、１次審査結果の発表後（令和６年 12月下旬以降）に受付を行います）。 

記入要領等不明な点がある場合には、広島県土木建築局建設産業課入札制度グループ（082-

513-3821）にお問い合わせください。 

なお、技術提案書提出期限までに、当該入札参加資格認定が受けられない場合は、本プロポー

ザルへの参加資格要件はないものとします。 

県ＨＰ：https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k02/k02nyusatu-sinsei.html 

（２）記載上の留意事項 

各様式とも１枚に収めてください。書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）によってください。 

文章の文字サイズは 8.0 ポイント以上、イメージ図等の注釈は 6.0 ポイント程度以上とし、判読で

きるものとしてください。 

技術提案書（様式 11 及び様式 13）の作成に当たっては、基本的考え方を文章で簡潔に記載するこ

とを原則としますが、文章を補完するための最小限のイメージ図、模式図、概念図や、既存建築物の

写真等の使用は認めます。（引用した既存建築物の名称は具体的に記入してください。） 
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ア 技術提案書 

（ア）様式 10（技術提案書） 

  技術提案書の提出者が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受け

て業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記してください。 

（イ）様式 11（評価テーマに対する提案） 

カラー使用可とし、評価テーマについて、Ａ３用紙１枚片面（横使い）にまとめてください。 

「２（4）ウ 評価テーマ」の３つのテーマに対する技術提案を記述してください。 

（ウ）様式 12（概算工事費等） 

概算工事費、概算工事費内訳、構造種別、施工床面積等を様式に従い記入してください。 

（必ずすべて記入してください。） 

（エ）様式 13（過去の作品） 

管理技術者及び総合主任担当技術者が、それぞれ携わった設計業務のうち、平成 26 年４月 1 日

から公示日の前日までに竣工している建築物を各１件選び記載してください。 

なお、同種業務がある場合はそちらを優先してください。（評価対象ではありませんが、審査する

際の参考とします。） 

建物概要（施設用途、延床面積及び構造階数等）、総工事費及び㎡当り単価、その他（配置図、

平面図、立面図、透視図、写真、設計意図等）必要と考えるものについて、管理技術者、総合主

任担当技術者（複数名配置する場合は評価対象とする者）の各１件、計２件を１枚に記載し提出

してください。 

 

11 ２次審査 

１次審査通過者について、建築設計者選定委員会でヒアリングを実施した上で、提出された技術提案

書の評価を行い、設計者の候補者（以下「候補者」という。）として、特定者１名、次点者１名を特定し

ます。 

（１）ヒアリングの実施 

令和７年２月１日（土） 

ヒアリングは技術提案書のプレゼンテーション及び質疑応答により行います。なお、ヒアリングは

公開で行います。 

ヒアリングを行った者には、ヒアリングにおける技術提案書のプレゼンテーション及びその準備に

係る費用として、10 万円を支払います。ただし、設計者として契約を締結した者、失格者及びヒアリ

ングを辞退した者は除きます。 

ヒアリングの詳細は、１次審査通過者に別途連絡します。 

なお、ヒアリング会場において、様式 11（Ａ２拡大版）を掲示し、公表する予定です。 

（２）２次審査の評価基準等 

別紙３「２次審査の評価基準」のとおりです。 

（３）特定結果の公表 

令和７年２月下旬 

なお、特定結果（特定された提出者名等）は別紙７の様式で、簡易提案書（様式６）及び技術提案

書の一部（様式 11）と合わせて県ホームページに掲載するなど、公表することとしています。 

（４）非特定理由に関する事項 

ア 提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその理由（非特定
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理由）を書面により通知します。 

イ アの通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して７日（休日を除く）以内に、書面（様式

は自由）により、広島県知事に対して非特定理由について説明を求めることができます。 

ウ イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10日（休日を除く）以内に書

面によって行います。 

エ 非特定理由の説明を求める書面の受付場所及び受付時間は次のとおりです。 

(ア) 受付場所 担当課に同じ 

(イ) 受付時間 ９時から 17時まで（休日を除く） 

 

12 閲覧資料 

（１） 閲覧可能な資料について 

県営日吉台住宅ほか建替事業に係る基本計画（抜粋版） 

（２） 閲覧方法について 

閲覧資料の担当課において閲覧が可能です。希望者は必ず事前に（３）閲覧資料の担当課に連絡

をしてください。 

受付時間：９時から 17時まで（休日を除く） 

（３） 閲覧資料の担当課 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 広島県土木建築局住宅課（住宅調整グループ 内線 4178） 

 電話：082-513-4178、ファクシミリ：082- 223-3551  
電子メール：dojutaku@pref.hiroshima.lg.jp 

※閲覧資料の担当課は施設管理者に含まれるため、本プロポーザルについて問い合わせることは

厳に禁止します。 

 

13 現地調査 

敷地内を見学するための現地調査日は設けません。敷地外から現地を見学することは常時可能ですが、

見学する場合は、周辺住民の皆様等への接触は厳に禁止します。また、周辺住民の皆様等への配慮をお

願いします。 

なお、施設管理者へ直接問い合わせすることは厳に禁止します。 

 

14 説明書に関する質問の受付及び回答 

(１) 質問の受付 

質問は、質問内容を簡潔にまとめ、郵送、ファクシミリ又は電子メールで担当課へ提出してくださ

い。 

なお、質問書には、担当の部署、担当者氏名、電話、ファクシミリ番号及び電子メールを併記して

ください。 

(２) 質問の受付期間 

令和６年 11 月 13 日（水）から令和６年 11月 19 日（火）まで 

（郵送、ファクシミリ又は電子メールの場合は令和６年 11月 19 日（金）17 時必着とします。） 

(３) 質問に対する回答 

質問に対する回答は、順次、県ホームページ上に掲載します。 

なお、最終回答は、令和６年 11 月 28 日（木）までに県ホームページ上に掲載します。 
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15 契約書作成の要否等 

本業務の契約は、県と設計者の２者契約とし、候補者とは見積もり合わせのうえ、契約書を作成する

ものとします。「契約書（案）」等、「建築設計業務委託特記仕様書（案）」及び「委託範囲及び設計図作

成要領」は別紙８－１から別紙８－３及び別紙 10のとおりです。 

 

16 その他の留意事項 

(１) 本業務によって設計される工事については、設計者に設計意図伝達業務等を別途委託する予定とし 

ています。 

(２) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

(３) 業務の実績及び過去の受賞歴については、日本国内の業務の実績及び受賞歴をもって判断するもの

とします。 

(４) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び技術提案書の提出者として選定された旨の

通知を受けなかった場合は、技術提案書を提出できないものとします。 

(５) 参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

（６）ヒアリングを行った者には、ヒアリングにおける技術提案書のプレゼンテーション及びその準備に

係る費用として、10 万円を支払います。ただし、設計者として契約を締結した者、失格者及びヒアリ

ングを辞退した者は除きます。 

(７) 提出された参加表明書等は返却しません。 

(８) 提出された技術提案書の著作権は、その提出者に帰属することとします。 

(９) 提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しません。 

ただし、選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。 

（10）県は、本プロポーザルについて、公表（ホームページ等）や技術提案書等の展示などを予定してい

ます。 

(11) 提出された簡易提案書（様式６）及び技術提案書の一部（様式 11）は、技術提案書の特定後、特定

及び次点に限らず、すべて県ホームページ等に掲載することとしています。 

(12) 参加表明書等の提出は、１参加企業につき１申請（設計共同体の場合は１設計企業体について１申

請）とします。 

(13) 提出期限以降における参加表明書等の差替え及び再提出は認めません。 

また、参加表明書等に記載した配置予定技術者は、原則として変更できません。ただし、病気、死

亡、退職等のやむをえない理由が生じた場合には、変更できるものとするが、同等以上の技術者であ

るとの発注者の了解を得なければなりません。 

(14) 参加表明書等に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、

虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがあります。 

(15) 施設管理者へ電話等により直接問い合わせることは厳に禁止します。 

（16）特定者は、県からの要請を受けた場合、県内の建築に関係する学生（若干名）をインターンシップ 

等の枠組みを利用し事務所に受け入れ、本業務に関する事務において勉学の場を提供するものとしま 

す。 

(17) 本業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。）が製

造業及び建設業と資本・人事面等において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及
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び建設業の企業は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことはできません。 

(18) 本建築設計者選定委員会の委員及び委員が関係する建築士事務所に所属する者は、本プロポーザル

に参加できないこととします。 

（19）技術提案書（様式 11）の作成にあたっては、「２ 業務の概要（４）設計方針等」を参考としてく

ださい。なお、各提案書における設計方針との整合性については、評価に際し考慮されますが、失格

要件ではありません。ただし、設計金額は予定工事費内に納めてください。 

(20) 提出者（提出を予定している者を含む。）又はその関係者は、技術提案書の提出者の選定及び技術提

案書の特定に関して、建築設計者選定委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められ

た場合には、失格とすることがあります。 

(21) 本業務は、プロポーザル方式により設計者を選定するものであるため、具体的な設計内容は、技術

提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとします。 

(22) 今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、本プロポーザルの日程及び事業計画

が変更又は中止される場合があります。この場合、参加者に対して県は一切の責任を負わないものと

します。 

（23）提出者は、参加表明書の提出をもって、本説明書及び添付資料に記載の内容について承諾したもの

とし、「９ １次審査（３）イ」、「11 ２次審査（４）イ」 以外の審査方法や審査結果等に対する異

議申し立て等は受け付けませんので、ご了承願います。 
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別紙１ 

広島県建築設計者選定委員会県営日吉台住宅審査部会委員一覧 
 

委員区分 氏 名 役 職 等 備 考 

外部委員 西沢
にしざわ

 大良
た い ら

 
芝浦工業大学 教授 

西沢大良建築設計事務所 代表 
建築設計 

外部委員 小野田
お の だ

 泰明
やすあき

 東北大学大学院 教授 都市・建築計画 

外部委員 國
くに

廣
ひろ

 純子
じゅんこ

 
武蔵野美術大学 教授 
内閣府中心市街地活性化評価推進委員 

都市計画 

市街地再生 

内部委員 川
かわ

畠
ばた

 満
みつる

 広島県土木建築局 建築技術担当部長 建築・都市計画行政 

内部委員 奥野
お く の

 功
よし

貴
たか

 広島県土木建築局 住宅課長  施設主管課 
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別紙２     
１次審査の評価基準 

【県営
けんえい

日吉台
ひよしだい

住宅
じゅうたく

】 

評価項目 
評価の着目点 

配点 
（評価のウェート） 

 判断基準  小計 

参加 
表明書等 

提出者の技術力 
平成 26 年４月以
降の業務の実績
（過去 10 年間の
実績のうち１件を
評価対象とする。) 

 業務の実績について次の順で評価する。 
県等から受注した設計の実績を１件、次の順で評価する。 

① 設計対象面積 県等 5,000 ㎡以上 
② 設計対象面積 県等 1,500 ㎡以上 5,000 ㎡未満 
③ 設計対象面積 県等 1,500 ㎡未満 
（県等とは、国、都道府県、市町村とする。） 

8.0 
8.0 

(8.0％) 

技術者の資格 
 
専門分野の 
技術者資格 

各担当分野について、資格の内容を 
資格評価表により評価する。 

主任担当技術者 

総合 1.0 

3.0 
(3.0％) 

構造 0.5 

電気 0.5 

機械 0.5 

積算 0.5 

技術者の技術力① 
 
平成 26 年４月以
降の業務の実績 
(過去 10 年間の実
績のうち１件を評
価対象とする。) 

業務の実績について次の順で評価する。 
① 同種業務(※1)の実績がある。 
② 類似業務(※2)の実績がある。 
 上記に加え、実績の立場を次の順で評価
する。 
● 管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者 
● 主任担当技術者の場合 
① 管理技術者、主任担当技術者又はこれ

に準ずる立場 
② 担当技術者 

管理技術者 2.0 

8.0 
(8.0％) 

 

主任担当技術者 

総合 2.0 

構造 1.0 

電気 1.0 

機械 1.0 

積算 1.0 

注）共同住宅等とは、長屋、共同
住宅（社宅）、寄宿舎（社員
寮、学生寮）に類するものを
いう。 

※1 同種業務とは、延べ面積 5,000 ㎡以上の共同住宅等を対象とした設計業務
（複合用途の場合は、共同住宅等の部分の面積をいう。） 

※2 類似業務とは、延べ面積 1,500 ㎡以上の共同住宅等（複合用途の場合は、
共同住宅等の部分の面積をいう。）、又は 5,000 ㎡以上の建築物（工場・倉
庫等(※3)を除く）を対象とした設計業務 

※3 工場・倉庫等とは、工場・倉庫その他これらに類するものをいう。 

技術者の技術力② 
 
継続教育（CPD） 

 CPD 認定時間を評価する。 管理技術者 1.0 

4.0 
(4.0％) 主任担当技術者

総合 1.0 

構造 0.5 

電気 0.5 

機械 0.5 

積算 0.5 

技術者の技術力③ 
 
過去の受賞歴 

主任担当技術者以上の立場で携わった受
賞歴の回数を評価する。 

管理技術者 3.5 7.0 
(7.0％) 主任担当技術者 総合 3.5 

簡易提案書

(様式６) 

業務における 

総合的な提案内容 

● 業務の理解度及び取組意欲 

業務内容、業務背景、手続の理解度及び積極性 

70.0 
(70.0%) 

● 業務の実施方針及び手法 

業務の実施方針、業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設

計上の配慮事項（評価テーマに対する内容を除く。）の的確性、独創性、実

現性 

● 評価テーマに対する提案 
次の３つのテーマに対する提案の的確性（与条件との整合性がとれている

か等）、独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等）、実現

性（提案内容が理論的に裏づけされており、説得力のある提案となっている

か等） 
（１）「豊かで特徴的な敷地条件を活用した良好な地域環境」について 
（２）「安心して住むことのできる利便性に配慮した住環境」について 
（３）「実現性の高いコスト縮減策と堅実なコスト管理方法」について 
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別紙３ 
２次審査の評価基準 

【県営
けんえい

日吉台
ひよしだい

住宅
じゅうたく

】 

 

評価項目 評価の着目点 

技術提案書 
評価テーマ
に対する 
技術提案 

次の①～③の評価テーマに対する的確性（与条件との整合性がとれてい

るか等）、独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等）、

実現性（提案内容が理論的に裏づけされており、説得力のある提案となっ

ているか等）を考慮して総合的に評価する。 

 

① テーマ１：「豊かで特徴的な敷地条件を活用した良好な地域環境」につ

いて 

② テーマ２：「安心して住むことのできる利便性に配慮した住環境」につ

いて 

③ テーマ３：「実現性の高いコスト縮減策と堅実なコスト管理方法」につ

いて 

 

○概算工事費について 

概算工事費が予定工事費内に収まっていること。実現性があり、合理的

な提案となっていること。 

上記に記載の評価項目に係る評価の着目点に基づき、総合的に評価する。 
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別紙４ 

評価要領 

【県営日吉台住宅】 

 

１ 業務実施上の条件 

次の場合は、選定及び特定の対象から除外する。 

（１）管理技術者が一級建築士でない場合 

（２）管理技術者及び総合主任担当技術者の両方又はいずれか一方が、技術提案書の提出者の組織に

属していない場合（設計共同体の場合に、管理技術者が代表構成員の組織に属していない場合も

含む。） 

（３）管理技術者が１名でない場合 

（４）記載を求めた主任担当技術者（総合を除く）が各１名でない場合 

（必要に応じて新たな分担業務分野を追加することは支障ない。） 

（５）管理技術者が、記載を求めた主任担当技術者を兼務している場合 

ただし、単体事務所の場合は、管理技術者と総合主任担当技術者のみ、兼務することを可とす

る。 

（６）記載を求めた主任担当技術者が、記載を求めた他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任して

いる場合 

（７）協力事務所等（構成員含む）が指名除外期間である場合 

（８）総合の分担業務分野を再委託した場合 

（９）入札参加資格の認定を受けていない場合で、入札参加資格の認定の審査結果、資格認定がされ

なかった場合 

（10）管理技術者及び総合主任担当技術者の両方又はいずれか一方が、２次審査のヒアリングに参加

しない場合（特別な事情があるものとして県が認める場合を除く。） 

（11）その他、設定した条件を満たしていない場合 

 

２ 提案者の選定及び技術提案書の特定について 

（１）技術提案書の提出者の選定について（１次審査） 

「１次審査の評価基準」により、設計者選定委員会において、５者程度を選定する。 

（２）選定結果の公表について 

 提出者の選定結果については、別紙６のとおり選定された提出者名簿を公表する。 

（３）技術提案書の特定について（２次審査） 

 「２次審査の評価基準」により、技術提案書及びヒアリングによる評価を行い、  

設計者選定審査委員会において、候補者１名、次点者１名を特定する。 

（４）特定結果の公表について 

特定結果については、別紙７のとおり特定された提出者名等を公表するとともに、審査委員長

による講評、技術提案書の一部（様式 11）及び簡易提案書（様式６）を県ホームページで公表

する。 
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３ 提案者の選定基準について【別紙２（１次審査の評価基準）】 

評価点について 

※ 当該プロポーザル参加者の評価点の算定は、評価係数×配点とする。 

（１）提出者の技術力 

ア 平成 26 年４月 1 日以降の業務の実績 

提出者の平成 26 年４月 1 日から公示日の前日までに引渡している県等※１から受注した設計

業務の実績を１件、次の順で評価する。 

設計共同体の場合は、構成員の評価点のうち高いほうの得点を評価点とする。 

※１ 県等とは、国、都道府県、市町村とする。 

評価基準 評価係数 

① 設計対象面積 5,000 ㎡以上 1.0 

② 設計対象面積 1,500 ㎡以上 5,000 ㎡未満 0.6 

③ 設計対象面積  1,500 ㎡未満 0.3 

(２) 技術者の資格 

    次の表により評価する。 

分担業務分野 評価する技術者資格 評価係数 

総合 一級建築士 1.0 

二級建築士 0.4 

構造 構造設計一級建築士 1.0 

一級建築士 0.8 

二級建築士 0.4 

電気 設備設計一級建築士 1.0 

一級建築士 

建築設備士 

技術士（業務に係るものに限る） 

0.8 

一級電気工事施工管理技士 0.4 

二級電気工事施工管理技士 0.2 

機械 設備設計一級建築士 1.0 

一級建築士 

建築設備士 

技術士（業務に係るものに限る） 

0.8 

一級管工事施工管理技士 0.4 

二級管工事施工管理技士 0.2 

積算 建築コスト管理士 1.0 

建築積算士 0.4 

※ 海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料が提出された場合、

上表の当該資格と同等の評価係数を付すこと。 

※ また、評価係数の重複カウントはしない。（分担業務分野における技術者の有する資格の

最も高い評価係数をカウントする。） 

※ 分担業務分野の電気に係る技術士については、第二次試験のうち技術部門を電気・電子部

門又は総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門に係るものとするものに限る）に合格

したものに限る。 

※ 分担業務分野の機械に係る技術士については、第二次試験のうち技術部門を機械部門（選

択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る）、上下水道部門、衛生工学部門又

は総合技術監理部門（選択科目を機械部門（「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る）、

上下水道部門又は衛生工学部門に係るものとするものに限る）に合格したものに限る。 

 

-22-



 
（３）技術者の技術力 

ア 平成 26 年４月 1 日以降の業務の実績 

平成 26 年４月 1 日から公示日の前日までに引渡している設計業務の実績のうち最大面積の

ものを１件とし、次のとおり評価する。 

(ア) 同種業務＝1.0、類似業務＝0.5 とする。 

同種業務とは、延べ面積 5,000 ㎡以上の共同住宅等※３の新築、改築又は増築工事(改修、

模様替工事を除く)を対象とした設計業務（複合用途の場合は、共同住宅等の部分の面積を

いう。） 

類似業務とは、延べ面積 1,500 ㎡以上の共同住宅等又は、5,000 ㎡以上の建築物（工場・

倉庫等※4を除く）の新築、改築又は増築工事(改修、模様替工事を除く)を対象とした設計業

務（複合用途の場合は、共同住宅等の部分の面積をいう。） 

     ※３ 共同住宅等とは、長屋、共同住宅（社宅）及び寄宿舎（社員寮、学生寮）に類するも

のとする。 

     ※４ 工場・倉庫等とは、工場・倉庫その他これらに類するものとする。 

 (イ) 携わった立場 

過去の実績での立場 
管理技術者の 

実績評価の場合 

主任担当技術者の 

実績評価の場合 

管理技術者又は 

これに準ずる立場 
1.0 1.0 

主任担当技術者又は 

これに準ずる立場 
0.5 1.0 

担当技術者の立場 0.25 0.5 

※ 当該実績の主たる分担業務分野が、本業務での分担業務分野と同じ場合に限る。 

実績について(ア)×(イ)を算出した値（四捨五入により小数第２位までとする。）を「平成

26 年４月 1 日以降の業務の実績」の評価係数とする。 

 イ 継続教育（ＣＰＤ） 

前年度（４月 1 日～翌３月 31 日）において、取得したＣＰＤ取得単位を評価する。（ＣＰ

Ｄ取得単位は「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しにより確認する。） 

ＣＰＤ取得時間 評価係数 

12 時間以上 1.0 

６時間以上 12 時間未満 0.6 

６時間未満 0.2 

取得していない 0.0 

  ウ 過去の受賞歴（管理技術者、総合主任担当技術者） 

管理技術者及び総合主任担当技術者について、主任担当技術者以上の立場で携わった受賞歴

を次のとおり評価する。 

なお、受賞歴の評価に当たっては、日本国内のものに限り、必ず当該受賞者の受賞実績がわ

かるもの（賞状のコピー、掲載された雑誌のコピー等）の提出を求め、公的・公益的機関によ

る賞であり、建築関係コンサルタント業務に関する賞であるか等、内容を確認する。 

評価基準 
特に評価する賞の受賞歴 

１回以上 

特に評価する賞の受賞歴 

０回 

受賞歴３回以上 1.0 0.6 

受賞歴２回 0.8 0.4 

受賞歴１回 0.6 0.2 

-23-



 
※ 建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞については、別紙５ 表１のとおり。 

   ※ それぞれの団体の各支部等が実施する賞も含む。 

※ 建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象

としない。 

※ 公的又は公益的機関が行う設計プロポーザルでの特定・入選については対象としない。 

※ 特に評価する賞は、別紙５ 表２のとおり。 
（４）業務における総合的な提案内容 

提出された簡易提案書（業務実施方針及び手法）（様式６）の内容を踏まえ判断基準に基づい

て審査委員の合議により評点をつける。ただし提案内容に漏れがある場合は失格とする。 

 

４ 技術提案書の特定基準について【別紙３(２次審査の評価基準)】 

提出された技術提案書（評価テーマに対する提案）（様式 11）の内容を踏まえ、審査委員の評価に

より総合的に判断を行い、設計者の候補者（以下「候補者」という。）として、特定者１名、次点者

１名を特定する。 
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別紙５ 

建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について 

 表１ 

主  催  者 賞 名 称 

一般社団法人日本建築学会 

日本建築学会賞（作品） 

日本建築学会作品選奨 

日本建築学会作品選集新人賞 

公益社団法人日本建築家協会 

ＪＩＡ日本建築大賞 

ＪＩＡ優秀建築賞 

ＪＩＡ新人賞 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

日事連建築賞・国土交通大臣賞 

日事連建築賞・日事連会長賞 

日事連建築賞・優秀賞・奨励賞 

公益社団法人日本建築士会連合会 

日本建築士会連合会賞・優秀賞・大賞 

日本建築士会連合会賞・奨励賞 

日本建築士会連合会賞・U40 建築賞 

一般社団法人日本建設業連合会 ＢＣＳ賞 

一般社団法人公共建築協会 

公共建築賞（３部門） 

公共建築賞・特別賞 

公共建築賞・優秀賞 

公共建築賞・地域特別賞 

 ※ それぞれの団体の各支部等が実施する賞も含みます。 

※ 建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としま

せん。 

※ 上記の内、特に評価する賞は、次のとおり。 

表２ 

主  催  者 賞 名 称 

一般社団法人日本建築学会 日本建築学会賞（作品） 

公益社団法人日本建築家協会 
ＪＩＡ日本建築大賞 

ＪＩＡ新人賞 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 日事連建築賞・国土交通大臣賞 

一般社団法人公共建築協会 
公共建築賞（３部門） 

公共建築賞・特別賞 

 

※ 上記以外の賞については、ＦＡＸ又は電子メールで、担当課へ問い合わせてください。 

 

担当課 広島県土木建築局営繕課（営繕企画グループ）  

電話：０８２－５１３－２３１１ ＦＡＸ：０８２－２２４－６４１１ 

電子メール：doeizen@pref.hiroshima.lg.jp  
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特 約 事 項 
（測量・建設コンサルタント等業務用） 

 

 

１ 低価格入札者と契約する場合の措置 

測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査制度事務取扱要綱第１０条第１項

各号の適用 

 

有  ・  無 

 

２ 再委託等の制限 

(1) 受注者は、この業務に関して次のいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としてはな

らない。 

  ア 建設業者等指名除外要綱（以下「指名除外要綱」という。）により指名除外された者で、

その指名除外の期間が経過しない者（指名除外要綱別表第18号（営業不振）によるもので、

知事が認める者は除く。） 

  イ 県発注工事における下請負の制限基準により再受託を制限された者で、その再受託の制

限の期間が経過しない者 

  ウ 県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱により契約制限された者で、そ

の契約制限の期間が経過しない者 

(2) 受注者は、(1)ウに該当する者を、その他の契約（再委託以外の契約をいう。以下同じ。）

の相手方としてはならない。 

(3) 受注者は、この業務に関する再受託者が、(1)アからウに該当する者を再委託契約の相手方

とすること、又は(1)ウに該当する者を、その他の契約の相手方とすることを認めてはならな

い。 

 

３ 工程表の提出 

業務計画書を提出する場合には、工程表（約款第３条関係）の提出を免除する。 

 

４ 立入調査の実施 

  発注者は、受注者が業務の実施に当たり遵守しなければならない法令上の義務が適正に履行

 されているかの立入調査を行うことができる。 

 

５ 個人情報の保護 

  受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事

項」を守らなければならない。また、個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たって

は、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 

   

別紙 8-2 
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別記 

 

             個  人  情  報  取  扱  特  記  事  項 
 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人情報

の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、個人の権利利益を侵害することのない

よう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （取得の制限） 

第３ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 

 （目的外利用・提供の禁止） 

第４ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を

利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

第５ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 （従事者への周知及び監督） 

第６ 受注者は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後

において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の

安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこ

の契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 

 （複写・複製の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された

個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第９ 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（二以上

の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第

１項第３号に規定する子会社をいう。）に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。）

する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じな

ければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切

の義務を遵守させるものとする。 

（再委託等に係る連帯責任） 

第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を

負うものとする。 

 （再委託等の相手方に対する管理及び監督） 

別紙 9 
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第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを

確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求め

られたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 

（個人情報の返還又は廃棄） 

第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記

録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄し

なければならない。 

（取扱状況の報告及び調査） 

第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処

理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 

 （漏えい等の発生時における報告） 

第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係

る事態が発生し、又は発生したおそれがあること（再委託等の相手方により発生し、又は発生

したおそれがある場合を含む。）を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従

わなければならない。 

（契約解除） 

第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合

には、この契約を解除することができる。 

 （損害賠償） 

第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 
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別記 

 

               情報セキュリティに関する特記事項 

 

（総則） 

第１ この特記事項は、この特約が添付される契約（以下「本契約」という。）と一体をなすもの

とし、受注者はこの契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、この「情報

セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 

（基本的事項） 

第２ 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

（機密の保持等） 

第３ 機密の保持等については、次のとおりとする。 

１ 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報につ

いて、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはなら

ない。本契約の終了後においても同様とする。 

２ 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等につい

て、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パス

ワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、

施錠ができる書庫等に保管しなければならない。 

３ 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供され

た資料や情報資産（データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。）につい

て、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し（電子メールの送信を含む。）、

又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。

ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、

受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。 

４ 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様

式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、

利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、

受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。 

（従事者への教育） 

第４ 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、

情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第５ 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（二以上の

段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条

第１項第３号に規定する子会社をいう。）に委託をする場合を含む。以下「再委託等」とい

う。）する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守

事項を遵守させなければならない。 

（再委託等に係る連帯責任） 

第６ 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負

うものとする。 

（資料等の返還等） 

第７ 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、

業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方

法によるものとする。 

（再委託等の相手方からの回収） 

第８ 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託

等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。 

（報告等） 

第９ 報告等については、次のとおりとする。 
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１ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記

事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めるこ

とができる。 

２ 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認

められる場合（再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。）

は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。 

３ 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報

資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがある

と認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。 

（立ち入り検査） 

第 10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して

立ち入り検査（発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客

観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティ

の第三者認証(ISO/IEC27001 等)の取得等の確認）を行うことができる。 

（情報セキュリティインシデント発生時の公表） 

第 11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合（再

委託等の相手方により発生した場合を含む。）は、必要に応じて、当該情報セキュリティイン

シデントを公表することができるものとする。 

（情報セキュリティの確保） 

第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、

必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することがで

き、受注者はこれに従わなければならない。 

（契約解除） 

第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合

には、この契約を解除することができる。 

 （損害賠償） 

第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のため

に生じた経費は、受注者が負担するものとする。 
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               受託者向け情報セキュリティ遵守事項 

 
 
（総則） 

第１ この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守する

ための細則及び具体的な手順を定めたものである。 
（セキュリティ事案発生時の連絡） 

第２ 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対

応を行わなければならない。 

１ 発注者の窓口に連絡すること。 

２ 最初に事案を認識した時点から、60 分以内に発注者に連絡すること。 

（ノート PC の持ち出しについて） 

第３ ノート PC の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。 

 １ 持ち出すノート PCには、二要素認証方式を導入していること。 

 ２ ノート PC の持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。 

 ３ ノート PC に入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。 

 ４ 秘密保持を保持したノート PC を保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。 

 ５ ノート PC には、必要な情報のみ保存すること。 

 ６ ノート PC 内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。 

（書類含む情報の持ち出しについて） 

第４ 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。 

１ 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。 

２ 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。 

３ 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。 

４ 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。 

（業務用携帯電話・スマートフォンの利用について） 

第５ 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。 

１ セキュリティロック（端末ロック等）を常時設定すること。 

２ 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能（遠隔ロック等）を設定すること。 

３ ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。 

４ 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。 

５ 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。 

６ カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やか 

に削除すること。 

（電子メールの送信について） 

第６ 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。 

１ 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。 

２ 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そ 

  のパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 

３ 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に 

  特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。 

（オンラインサービスへの登録禁止） 

第７ インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オ 

ンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。 

【禁止例】 

・顧客住所を Google マップ（地図サービス）へ登録 

・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存 

・現場写真を Flickr(写真データ共有）に保存 

・イントラネット内の URL 等をはてなブックマーク（オンラインブックマーク）に登録 
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別記様式 

電子データの保存等に関する届出書 

 

    年    月    日 

 

                        （住所） 

 

                        （氏名又は法人名等） 

 

  年 月 日付け「    業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱

う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。 

１ 電子データの保存に使用す

る媒体等の名称 
例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、

外付けハードディスク 

 

 

 

２ 電子データを記憶する記録

媒体等の物理的な所在地等 

例 米国、システム管理に関するログ

情報を保管 

□ 日本国内のみ 

□ 日本国外（全部又は一部） 

 （国名） 

 

 （日本国外に保存する電子データの概要） 

 

 

３ クラウドサービス等のオン

ラインストレージの利用の有

無 
※ 利用契約先が複数ある場合には、

すべて記載してください。 

□ 有 

 （利用契約先の情報） 

ア サービス名称 

 

イ 利用契約先の名称 

 

ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等 

 

□ 無 

 

４ 再委託等の有無 
※ 本契約に係る業務に関して電子デ

ータの全部又は一部の取扱いを第三

者に委託する予定がある場合は「有」

としてください（二以上の段階にわ

たる委託をする場合及び子会社に委

託をする場合を含みます。子会社は、

会社法（平成17年法律第86号）第２条

第１項第３号に規定する子会社をい

います。）。 

□ 有 

 （再委託先等の名称） 

 

 （再委託先等に委託する具体的な業務内容） 

 

□ 無 

 

 ※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。 
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【注記事項】 

１ 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存

方法について変更を求める場合があります。 

２ 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。 

３ 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 
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令和６年４月改正版 

1 

建築設計業務委託特記仕様書【BIM活用対象】（案）  

第１ 業務概要 

１ 業務名称 ： 県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託  

 

２ 計画施設概要 

(1)  施設名称 ： 県営日吉台住宅  

(2)  敷地の場所 ： 福山市日吉台二丁目13-1ほか 

(3)  施設用途 ： 公営住宅  

平成31年国土交通省告示第九十八号別添二 第 六 号 第 １ 類とする。 

(4） 計画範囲 ：  

ア 概 要 

○ 本業務は、県営日吉台住宅１～５号館の建替事業に係る基本設計及び実施設計を行

うものである。県営日吉台住宅（別紙１ 位置図・配置図参照）の住棟（１～５号館）、

集会室及び付属施設（ポンプ室、機械室、駐車場、駐輪場等）を解体し、住棟、駐車

場、駐輪場、ごみ置場を整備する。 

○ 整備する住棟の戸数は、90戸とする。構造はプロポーザルの提案による。階数は５

以下とする。住棟数は３以下を基本とし２工区程度に分割して工事発注が可能なもの

とすること。 

○ 駐車場、駐輪場、ごみ置場の付属施設は、必要数を整備する。 

 

イ 施設の条件 

対象建物 設計内容 構造・規模 備  考 

１ 号 館 

解体設計 

鉄筋コンクリート造 ５階建 

延床面積 1,558.50 ㎡ 22戸 

物置、駐輪場、ポンプ室等

の付属棟の解体、及び設備

の盛替えを含む。 

２ 号 館 
鉄筋コンクリート造 ５階建 

延床面積 1,039.00 ㎡ 15戸 

３ 号 館 
鉄筋コンクリート造 ５階建 

延床面積 1,558.50 ㎡ 22戸 

４ 号 館 
鉄筋コンクリート造 ５階建 

延床面積 1,558.50 ㎡ 22戸 

５ 号 館 
鉄筋コンクリート造 ５階建 

延床面積 1,558.50 ㎡ 22戸 

住  棟 新築設計 

住戸数 90戸 

延床面積 4,900㎡程度 

（吹きさらしの廊下等、建築基準

法上床面積に算入されない部分を

除く。） 

設備の盛替え、外構工事等

を含む。 
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ウ 型別供給計画（新築設計） 

型 別 設定住戸面積 所 要 室 戸 数 

１ＤＫ 37㎡程度 

(1人用) 

玄関､DK､洋室、 

浴室(UB1216型)､洗面所､便所､押入 

15戸 

（±５） 

２ＤＫ 47㎡程度 

(1､2人用) 

玄関､DK､洋室(2室)、 

浴室(UB1216型)､洗面所､便所､押入 

54戸 

（±２） 

２ＤＫ 

（身障者） 

60㎡程度 

(1､2人用) 

玄関､DK､洋室(2室)、 

浴室(UB1616型)､洗面所､便所､押入 

１戸 

３ＤＫ 60㎡程度 

(3人用～) 

玄関､DK､洋室(2室)､和室､ 

浴室(UB1416型)､洗面所､便所､押入 

14戸 

（±２） 

４ＤＫ 74㎡程度 

(5人用～) 

玄関､DK､洋室(3室)､和室､ 

浴室(UB1416型)､洗面所､便所､押入 

６戸 

（±２） 

合 計 ９０戸 

※ 各室に対して、バルコニー、トランクルーム、メーターボックスを設けること。 

※ 住棟には、書類倉庫（１室程度）、エレベータ（トランク付、各住棟に１台）を設け

ること。（全戸エレベータからのアプローチを可能とすること。） 

 

エ 付属施設整備計画 

(ｱ) 平面駐車場 ：必要台数は64台（身障者用1台含む）以上とし、屋外の平面駐車 

とする。 

(ｲ) 平面駐輪場 ：必要台数は90台程度とし、ラック等の使用は不可とする。 

(ｳ) ゴ ミ 置 場 ：１～２箇所を適切に配置する。 

 

３ 設計与条件 

(1)  敷地の条件 

ア 敷地の面積 ： 6,674.30㎡（建替計画地）  

イ 地 形 ： 敷地全体が南側に向かって傾斜しており、既存の住棟毎にひな壇状の敷地

形状となっている。 

ウ 用途地域及び地区の指定 ：第一種中高層住居専用地域（建ぺい率60％、容積率200％）、 

防火指定なし（22条区域）、景観計画地区、立地適正化計画区域、居住誘導区域、公共

下水道供用開始区域、土砂災害警戒区域（急傾斜地） 

エ その他 

(ア)  都市計画法第29条の開発許可を要さないよう計画すること。 

(イ)  敷地境界等の工作物は既存利用を原則とする。 

(ウ)  対象敷地は、建築基準法第86条第１項の一団地の総合的設計制度が適用されて

いるので、適切な時期に変更等の申請を行う必要がある。 
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(エ)  敷地内で使用許可を出している電柱等の工作物の移設協議は計画的に行うこと。 

 

(2)  施設の条件 

ア 施設の規模等 ： ２(4) 計画範囲のとおり  

イ 主要構造 ：指定なし 

ウ 耐震安全性の分類 

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による耐震安全性の分類は次のとおりとする。 

(ア)  構造体        Ⅲ類 

(イ)  建築非構造部材    Ｂ類 

(ウ)  建築設備       乙類 

(3)  建設の条件 

ア 予定工事費 

(ア)  住 棟  ・・・ 1,923百万円（令和６年10月時点） 

※ 建築、電気設備、機械設備、昇降機設備、外構等一式とする。 

※ 解体工事費、特殊基礎（杭等）、消費税等相当額を含まない。 

 

イ 予定建設工期 

(ア)  解体工事 ・・・ 17 か月程度 

(イ)  建築工事 ・・・ 20 か月程度 

(4)  設計方針（留意事項、基本コンセプト等 その他計画書によるもの） 

 ア 基本コンセプト 

公募型建築プロポーザルで設定されたテーマは次のとおりである。本業務では提出し

た技術提案書を基に、発注者と協議の上、その実現に取組むこと。 

 

テーマ１：「豊かで特徴的な敷地条件を活用した良好な地域環境」について 

日吉台住宅は、福山市街とその向こうに瀬戸内海を望む、南斜面で良好な環境に立

地しています。その一方で、ＪＲの駅からは徒歩圏外で、敷地内には緩傾斜もあるた

め、ユニバーサルデザインの適切な導入が求められる状況にあります。また、周辺に

広がる低層住宅街に馴染みながらも優れた地域景観を作り出すようなボリュームコ

ントロールも期待されています。 
テーマ２：「安心して住むことのできる利便性に配慮した住環境」について 

日吉台住宅は福山市中心部から離れており、入居者の日常生活における主な移動手

段は車やバスとなっています。車を利用する入居者も多いことから利便性に配慮し、

限られた敷地の中で安全を確保しながら可能な限り駐車場区画を確保することが求め

られます。 

一方で、その入居する世帯は高齢者世帯が中心であり、また、立地の特性もあって

子育て世帯も一定数住まわれています。これらの世帯の住環境に配慮して、適切なオ

ープンスペースを導入しつつも、管理に対する現実的かつ合理的な眼差しをもち、良

質なコミュニティが持続しつづける環境提案が求められています。 
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テーマ３：「実現性の高いコスト縮減策と堅実なコスト管理方法」について 

厳しい財政状況の中で県営住宅を安定供給するためには、健康で文化的な生活を営

むに足りる住宅を最小の建設コストで整備するとともに、将来の外壁や給排水等の改

修工事におけるコスト削減を考慮する必要があります。また、本事業では時間とコス

トのかかる宅地造成許可は想定されていません。従って、緩傾斜であることを活用し

た住棟計画とすることで、過大なピロティやデッキを導入することなく、合理的な計

画の道を探ることができるはずです。設計における配置・平面計画の工夫や、近年の

建材の物価上昇を踏まえた材料選定など、想定している建設工事費からさらにコスト

ダウンを図るための実現性の高いコスト縮減策が求められています。また、こうした

コスト縮減策を含め、建設コストを調整するための堅実なコスト管理の方法について

も提案してください。 
 

イ 留意事項 

 

 配置計画・外構に関すること  

(ア)  設計に先立ち、現況測量（テープ測量・光波測量）、現況地盤高の測量（道路・宅

地・隣地など）、現況道路幅員の測量を行うこと。 

(イ)  日影図の作成においては、既存建築物の位置及び高さを事前に調査したうえで、

図面に反映させること。 

(ウ)  住棟配置、住戸配置の検討にあたっては、円滑な設備の盛替えの実施が可能なも

のとすること。また、犯罪や不良行為の場となる可能性があるブラインド箇所が発生

しないよう考慮すること。 

(エ)  住棟のエントランスから前面道路や駐車場へのアプローチについては、最小限の

距離とすること。 

(オ)  外構や植栽は、当該住宅の自治会で維持管理（剪定、草刈及び清掃等）すること

を想定し、高齢者等でも容易に管理できるよう配慮した計画とすること。（東屋、花壇、

かまどベンチなどは設置不可）また、事故、火災（放火も含む）、害虫発生等の恐れが

ないよう考慮すること。 

(カ)  原則、屋外の給排水、ガス及び電気設備については新設すること。 

(キ)  敷地内の通路は、建替対象外住棟の駐車場部分も含めて総合的に検討し、円滑に

通行できるよう確保すること。駐車場の進入口を新たに計画する場合においては、交

差点からの距離、縁石の切りさげの箇所数、寸法等道路管理者と協議すること。 

(ク)  「広島県福祉のまちづくり条例（平成７年３月１５日制定）」に基づき、建物及び

敷地内のバリアフリー化を図ること。 

(ケ)  敷地境界線等は既存利用を原則とする。 

(コ)  建替えに当たり、現入居者は団地内での仮移転を原則としている。 

 

入居世帯数等の状況（令和６年９月現在） 

対象建物 住戸型別 管理戸数 入居世帯数 
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１号館 ２ＵＤＫ・３ＬＤＫ・４ＤＫ 22 13 

２号館 ２ＵＤＫ・３ＬＤＫ・４ＤＫ 15 9 

３号館 ２ＵＤＫ・３ＬＤＫ・４ＤＫ 22 12 

４号館 ２ＵＤＫ・３ＬＤＫ・４ＤＫ 22 12 

５号館 ２ＵＤＫ・３ＬＤＫ・４ＤＫ 22 16 

合計 103 62 

 

 建築計画に関すること  

(ア) 建設コストの削減を徹底すること。また、共用部の空間（児童遊園、広場を含む）

は最小限とし、ピロティ、屋上テラスなどは極力設けないこと。 

(イ) 共用部等に設置する照明器具は、ＬＥＤ照明器具とすること。 

(ウ) 「広島県公共建築物等木材利用促進方針」に基づき、建築物内装等の木質化の積極

的な提案を行うこと。また、使用木材は広島県産材とするよう努めること。 

(エ) トランクルームの大きさについては、幅1,500㎜、奥行800㎜程度とすること。 

(オ) 建築物エネルギー消費性能基準をZEH基準（ZEH Oriented）とする。また、共用部

への再生可能エネルギーの導入を図るため、必要な太陽光発電設備を設置すること。

設置規模や設置容量、設置場所については、調査職員と協議のうえ決定すること。 

(カ) 「広島県県営住宅設置、整備及び管理条例」に規定する公営住宅の整備基準及び「公

営住宅等の整備に関する技術的基準」（土木建築局住宅課、営繕課）」に基づき、住宅

性能評価等級を勘案の上、設計住宅性能評価を取得すること。 

(キ) 住棟の主な出入口にはスロープを設けること。また、集合ポスト、ＥＶ配置は高齢 

者が利用する前提で最低限の動線となるようにすること。 

(ク) 建設コストの増大や維持管理の面から多様な外装や躯体への化粧は不可とする。 

(ケ) 設計工事費は、３(3)に示す予定工事費を超えないこと。なお、物価上昇ほかやむ

を得ない要因により予定工事費を超過する場合はこの限りではない。 

受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に、予定工事費内に収まった設計

図書の納品がなされない場合は、損害賠償の請求や契約解除を行うことがある。 

 

 既存建物の解体に関すること  

(ア) 解体工事に伴う、周辺家屋の工損調査の検討を行うこと。必要であれば、解体工事

に組み込むこと。 

(イ) 地中埋設部も撤去するので、汚水・雨水枡の内部等十分な現地調査を実施し、電気

配線、ガス管、上水・汚水・雨水・雑排水管の切断箇所を明示し、盛替が必要な場合

は、図面に反映させること。 

(ウ) 石綿セメント板、スレート等のアスベスト含有の可能性がある成形板及び廃石膏ボ

ードについても適切に解体撤去・処分ができるように明記すること。 

(エ) 既存図面のある建物についても現地調査を実施し、現状と整合性のとれる図面を作

成すること。なお、既存図面のない建物・工作物については現地調査によること。 
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 その他  

（ア） 現に入居中の住棟への進入路が計画敷地に含まれているため、仮設計画に当 

 たっては入居者の安全性確保を考慮し、生活動線を適切に確保すること。 

（イ）建替工事に当たっては、各工事での工事用通路及び工事範囲の入居者、周辺住民 

の生活動線のルートを確保すること。また、団地内にバス路線があるため、工事車両

による影響も仮設計画で考慮すること。 

（ウ） 仮設計画にあたっては、通学路等を調査のうえ、工事用車輌の出入口、資材置場 

等について適切に安全性を考慮した計画とすること。 

（エ） 本業務は、BIM活用を前提として行うこととしているので留意すること（具体的 

な仕様は、本特記仕様書に併せ、別紙２「設計業務にかかるEIR」による）。本業務に 

おいて、下表のとおりBIM活用の段階を位置付けており、成果品（BIM関連データ）は

下表の活用の段階までを想定し作成すること。 

NO 施設名称・部位 活用の段階 

１ 住棟 Ｓ２ 

※ 「建築分野におけるBIM活用の標準ワークフローとその活用方策に関するガイドラ

イン」（第２版）に記載の活用段階までを記載している。 

※ 活用想定なしの場合でも、設計者が自主的に行うBIM活用を妨げるものではない。 

 

(5)  履行期間 

契約日の翌日～令和８年10月30日（このうち、検査期間として9日間を見込んでいる。） 

ア 基本設計 

(ア)整備方針、配置計画、型別供給計画、設備計画、構造計画、事業スケジュール、概

算工事費について令和７年８月29日までに提出すること。 

(イ) 部分引渡しの対象とし、履行期間は令和７年10月31日までとする（このうち、検

査期間として９日間を見込んでいる）。 

 

ウ 実施設計 

(ア) 設計図は、令和８年５月30日までに提出し、内容の審査を受けること。 

(イ) 数量計算書、工事費内訳書、単価根拠書類は、令和８年６月30日までに提出し、

内容の審査を受けること。 

(ウ) 知事が申請者となる計画通知、一団地認定申請その他の建築基準関係手続は、令

和８年７月31日までに順次行い、履行期間が終了する日の１か月前までに確認済証、許

可書等の交付を受けること。なお、申請を行う前には申請書の案を提出し、審査を受け

ること。 

※ BIM活用による対応について、別紙２「設計業務にかかるEIR」記載の「３.BIM活用

の対象項目とその目的等」のとおりとすること。 
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第２ 業務仕様 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、「公共建築設

計業務委託共通仕様書（官庁営繕統一基準） （以下「共通仕様書」という。）」による。 

 

１ 特記仕様書の適用 

 本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）は記載された特記事項については「 ・○  」

印が付いたものを適用する。「 ・○  」印の付かない場合は、「 ＊ 」印を適用する。

「 ・○  」印と「 ＊〇  」印が付いた場合は共に適用する。 

 

２ 特記仕様書における読替え 

（1）共通仕様書中、「検査職員」とあるのは特記仕様書では「検査員」と読み替えるもの

とする。 

（2）共通仕様書３．２設計方針の策定等の１．の（  ）内は、「告示別添一第１項第一

号イに掲げる基本設計方針の策定に限る」とする。 

 

３ 設計業務の内容及び範囲 

(1） 一般業務の範囲 

ア 基本設計 

・○  建築（総合）基本設計に関する標準業務 

・○  建築（構造）基本設計に関する標準業務 

・○  電気設備（設備）基本設計に関する標準業務 

・○  機械設備（設備）基本設計に関する標準業務 

イ 実施設計 

・○  建築（総合）実施設計に関する標準業務 

・○  建築（構造）実施設計に関する標準業務 

・○  電気設備（設備）（昇降機を含む）実施設計に関する標準業務 

・○  機械設備（設備）実施設計に関する標準業務 

ウ 設計意図伝達 

・ 建築（総合）実施設計に関する設計意図伝達 

・ 建築（構造）実施設計に関する設計意図伝達 

・ 電気設備（設備）（昇降機を含む）実施設計に関する設計意図伝達 

・ 機械設備（設備）実施設計に関する設計意図伝達 

 

一般業務の内容には、委託業務の履行にあたり、設計内容の説明等に用いる資料等の

作成(簡易な透視図、日影図、コスト縮減資料及び各種技術資料を含む)及び業務委託の

対象となる工事の実施に当り法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成や申請

手続き業務（複雑なものを除く。）を含むものとする。 

 

    本業務の積算は、次の算定方法による。又、算定方法ごとの本業務に関する一般業務
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の対象業務率は次のとおりである。床面積に基づく算定方法については、対象業務率は

基本設計、実施設計、設計意図伝達を全て委託した割合を100％とした本業務の割合であ

る。 

                                              

     ・○  床面積に基づく算定方法（ 新築設計 ）  

総合〔 68.9 〕％ 構造〔 70.6 〕％ 設備〔 68.6 〕％ 

     ・○  図面目録に基づく算定方法（ 解体設計 ）  

建築〔 55.3 〕％ 設備〔  ―  〕％ 

     ・ その他 （                        ）  

総合(   )％ 構造(   )％ 設備(   )％ 

※ 図面目録は別添資料の「委託範囲及び設計図作成要領」を参照すること。 

(2） 追加業務の内容及び範囲 

＊〇  積算業務 （積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積り徴取、見積検

討資料の作成） 

・○  建築積算業務 

・○  既存建物解体工事費積算業務 

・○  電気設備積算業務 

・○  機械設備積算業務 

・○  透視図（着色）作成等：種類（ 外観図 ）、 判の大きさ（ Ａ３ ）、 枚

数（ １部 ）、額の有無（  有  ）、 材質（  アルミ製  ）  

・○  鳥瞰図（着色）作成等：種類（ 外観図 ）、 判の大きさ（ Ａ３ ）、 枚

数（ １部 ）、額の有無（  有  ）、 材質（  アルミ製  ）  

・ 模型製作：縮尺（1/    ）、主要材料（ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ又はこれに準ずるもの ）、 

ケース有無（ 無し ）、 材質（   ） 

・○  計画通知 又は建築確認申請（建築基準関係規定（みなし規定を含む。）等に係る

法令・条例に関する許認可等を含む。）に関する手続及びこれに付随する詳細協議（関

係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応（質疑応答、書類の

修正等）等は一般業務に含まれる。） 

○・ 一団地の総合設計等の変更申請書の作成及び申請手続き業務 

○・ 各種法令・条例（建築基準関係規定（みなし規定を含む。）に係る法令・条例を除

く。）に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続及びこれに付随する詳細協

議 

○・ 市町指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板及び

設置報告書の届出） 

・ 防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務 

○・ リサイクル計画書の作成 

○・ 概略工事工程表の作成 

・ 災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設

の設計等における特別な検討及び資料の作成 建築非構造部材の耐震安全性に関する
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特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等 

○・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）第 29 

条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務 

     ・ 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく建築物環境計画書作成業務

（申請手続きに係る業務も含む）（床面積の合計が2,000㎡を超えるもの） 

      ・ 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく緑化計画書作成業務（申請手

続きに係る業務も含む）（敷地面積が1,000㎡以上のもの） 

○・ 建築物総合環境性能評価システム （CASBEE）による評価に係る業務 

・ 官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化

炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務 

・ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第53条第１項に規定す

る低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務  

・ 実験設備に係る検討 

・ 内部雷保護設備に係る検討 

・ 構内情報通信網設備に係る検討 

・ 音声誘導設備に係る検討 

・ 排水処理設備に係る検討 

・ 雨水・排水再利用設備に係る検討 

・ 蓄熱システムに係る検討 

・ 床冷房設備に係る検討 

○・ 電波障害調査 

○・ 解体等工事の事前調査結果報告書の作成に係る業務 

○・ その他当該設計業務に必要な業務

（                              ） 

 ※各種申請において、申請手数料を要する場合、費用は受注者の負担とする。 

※ 本仕様に定めるBIM活用については、双方の業務負担軽減を目的としているため、

追加業務として特段の費用を見込んでいない。特別の理由により、追加費用の必要が

見込まれる場合は、事前に調査職員と協議を行うこと（ソフトウェア利用料、EIRに定

める仕様を満足するための業務は、追加業務として認められない）。 

 

(３） 特別経費について 

特別経費として以下のものを見込んでいる。 

○・ ＲＩＢＣ２の使用料 

（一財）建築コスト管理研究所の営繕積算システム（ＲＩＢＣ２）の内訳書作成システ

ムの使用料 

○・ ＰＵＢＤＩＳの登録料 

（一社）公共建築協会の公共建築設計者情報システムの業務カルテ情報の登録料 

○・ 広島県工事中情報共有システムの利用料 

○・ 計画通知申請手数料 
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○・ 一団地の総合設計申請手数料 

       ○・ 構造計算適合性判定申請手数料 

○・ 設計住宅性能評価申請手数料 

・ 省エネ適合性判定に係る手数料 

○・ 石綿含有建材の分析調査に係る費用 

○・ 公告対象区域内の認定建築物以外の建築物の認定申請 

 

４ 業務の実施 

(1)  一般事項 

ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 

 

(2)  適用基準等 

設計にあたっては、建築基準法その他関係法令並びにこれに基づく条例規則等の規定を

適用する。その他の適用に当っては下記の基準を参考にし、特記なき場合は、国士交通省

大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

ア 共 通  

○・ 官庁施設の基本的性能基準 （ 最新版 ） 

・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 （ 最新版 ） 

・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （ 最新版 ） 

○・ 官庁施設の環境保全性基準 （ 最新版 ） 

○・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 （ 最新版 ） 

○・ 官庁施設の防犯に関する基準 （ 最新版 ） 

○・ 建築設計業務等電子納品要領 （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事積算基準（ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事共通費積算基準（ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事標準単価積算基準（ 最新版 ） 

○・ 建築物解体工事共通仕様書（ 最新版 ） 

・ 耐震診断基準・同解説、改修設計指針・同解説 

（ 国土交通省住宅建築指導課監修 最新版 ） 

・ 屋内運動場等の耐震性能診断基準 （ 文部科学省大臣官房文教施設企画部 ） 

○・ 広島県建築物等木材利用促進方針 （ 最新版 ） 

○・ 広島県営繕工事における週休２日工事実施要領 （ 最新版 ） 

○・ 快適トイレモデル工事実施要領 （ 最新版 ） 

○・ 公営住宅等の整備に関する技術的基準（省エネルギー対策についてはＺＥＨ水準

による。） 

○・ 県営住宅標準化資料（建築計画編、建具計画編、設備計画編） 

＊ 「建築分野におけるBIM活用の標準ワークフローとその活用方策に関するガ
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イドライン」（第2版）（建築BIM 推進会議） 

＊ 設計BIM ワークフローガイドライン建築設計三会（第一版）（建築設計三会 

設計BIM ワークフロー検討会） 

＊ 官庁営繕事業におけるBIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン（国

土交通省） 

 

イ 建 築 

○・ 建築工事設計図書作成基準 （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（ 最新版 ） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（ 最新版 ） 

○・ 木造建築工事標準仕様書 （ 最新版 ） 

○・ 建築設計基準 （ 最新版 ） 

○・ 建築構造設計基準 （ 最新版 ） 

○・ 建築工事標準詳細図 （ 最新版 ） 

○・ 木造計画設計基準・同解説 （ 最新版 ） 

 

ウ 建築積算  

○・ 公共建築数量積算基準 （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（ 最新版 ） 

○・ 広島県営繕工事内訳書作成要領（建築工事編） （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事見積標準書式（建築工事編）（ 最新版 ） 

 

エ 設 備 

○・ 建築設備計画基準 （ 最新版 ） 

○・ 建築設備設計基準 （ 最新版 ） 

○・ 建築設備工事設計図書作成基準 （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（ 最新版 ） 

○・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（ 最新版 ） 

○・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ） 

○・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （ 最新版 ） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（ 最新版 ） 

・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準 （ 最新版 ） 

・ 建築設備耐震設計・施工指針 （ 最新版 ） 

 

オ 設備積算  

○・ 公共建築設備数量積算基準 （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （ 最新版 ） 

○・ 公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （ 最新版 ） 
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(3)  業務計画書（業務組織計画表） 

業務計画書として、次の内容を記載した業務組織計画表を、「管理技術者選任（変更）

通知書」及び「委任（下請負）承諾願」に添付し、提出すること（共通仕様書第３章 ３．

５の規定は適用しない。）。 

ア 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等 

イ 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月目、所属・役職、保有資格、経験年 

数等 

ウ 担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、経験年数等 

エ 協力事務所の名称、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容 

オ 分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名・生年

月日・所属・役職・保有資格・経験年数等 （建築、構造、電気及び機械以外に分担

業務分野がある場合） 

カ 緊急連絡先 

キ その他 

 ○・ 各技術者はプロポーザル参加表明時に記載の担当者と整合させること。 

 

（4） 管理技術者の資格要件 

ア 管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその

者、会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければ

ならない。 

○・ 建築士法（昭和25年法律第 202号。以下同じ。）の規定により、当該施設の設計

をするに当り免許が必要な場合は、それを有するもの。 

○・ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

・ 建築士法第２条第５項に規定する建築設備士 

・ 建築士法第10条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士 

・ 建築士法第10条の２の２第４項に規定する設備設計一級建築士 

・ （公社）日本建築積算協会が付与する建築積算資格者 

                                   

イ 専門分野を担当する主任担当技術者の資格要件は次による。 

  ①建築 

    ・   

  ②電気設備 

    ・   

  ③機械設備 

    ・   

 ○・ 当業務の受注者は、計画通知申請業務に当って、建築士法の規定により構造設計一

級建築士あるいは設備設計一級建築士による法適合確認が必要な場合は、資格者が自

ら設計するか、これらに法適合確認を依頼すること。 
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(5) 貸与資料等 

ア 既存設計図書等 

○・ 既存建築物設計図書一式 

○・ 各種工事特記仕様書 

 ○・ 公図等 

イ 既存資料 

○・ 既存地質調査資料（柱状図） 

○・ 基本計画図（基本計画書） 

○・（一財）建築コスト管理研究所の内訳書作成システム用ＣＤ（名称ファイル、金抜

き複合単価ファイル） 

○・ 類似設計例の参考設計図書 

 

(6)  コスト縮減等の検討 

本業務の中でコスト縮減等に係る検討の必要が生じた場合は、調査職員と協議し、次の

資料の作成を行う。 

ア 工事概要説明資料 

イ コスト縮減等に係る検討資料 

（ア）検討事項 

次の事項のうち、調査職員が必要として指示する事項 

 仮設計画、動線計画、基本スパン割、断面計画、地業計画、平面計画、主要仕上げ計

画（外壁、屋根、防水、主要室内装）、設備（電気・機械）計画（基本方針、幹線ルー

ト、梁スラブ下の基準配管等） 

（イ）検討内容 

a コスト縮減対策（建設コスト、時間的コスト、ライフサイクルコスト等）として有

効なものとして採択した事項（コスト縮減提案） 

b 品質向上に配慮した事項（施設の長寿命化、維持管理の推進、環境負荷低減等） 

  

(7)  電子納品対象業務 

＊ 本業務は電子納品対象業務とする。 

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納

品すること」をいう。ここでいう電子データとは「建築設計業務等電子納品要領」

に基づき作成されたものを指す。なお、電子化に要する費用は諸経費に含まれてい

るものとする。 

 

(8)  広島県工事中情報共有システム対象業務 

＊ 本業務は受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化

を図る情報共有システムの対象とする。 

ア 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガ
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イドライン」という。）に基づき実施すること。なお、ガイドラインにある工 事

に関する規程等は業務委託に関する規程等に読み替える。 

イ 本業務で使用する情報共有システムは次とする。 

広島県工事中情報共有システム 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html 

ウ 調査職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

ビス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 

エ 受注者は、調査職員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた

っての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 

  

(9)  成果物の取り扱いについて 

提出されたＣＡＤファイル等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、

当該工事における施工図及び完成図の作成に使用するなど、建築設計業務等委託契約約

款第８条第１項の規定の範囲内で使用することがある。 

 

(10)  業務実績情報の登録について 

・ 不要とする。 

＊ 要する。 （受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」

を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、主任調査員の確

認を受ける。また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資

料として、「業務カルテ仮登録」を検査職員に提示し確認を受け、業務

完了後に速やかに登録を行う。） 

 

(11)  地元関係者等への説明、交渉等 

・ 本業務の実施に伴い、（                      ）等で構成

する協議会等を設置する。協議会等の運営は受注者が行う。 

○・ 受注者は、発注者が行う地元関係者等への説明、交渉等の際にこれに協力する。 

 

(12)  設計に際しての基本方針 

 設計に際しては、調査職員と十分な連絡調整を行い、設計条件の明確化を図るものとし、

次の点に留意すること。 

 ア 地盤、構造体、仕上げ及び機器の安全性 

 イ 設計施設と周辺の環境との調和 

 ウ 使用上の利便 

 エ 経済性、維持管理の容易性及び各種設備更新時の検討 

 オ 工事の安全性及び公衆災害の防止 

 カ 条件明示（原則として特記仕様書（施工条件）に記入すること。） 

 キ 分別解体の適正化（物品、作業種別、有害物質の有無を明示した処理表を含む仕

様書を作成すること。） 
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(13)  積算に際しての留意事項 

 工事内訳書の単価については、建設物価・積算資料等の設計月の刊行物を採用し、製造

業者・専門工事業者から見積りを徴取する場合は、実勢価格による徴取を原則とする。た

だし、実勢価格の見積書の徴取が困難な場合は、見積書に対する補正率のヒアリングを行

い、適切な補正率をヒアリング等により確認すること（詳細については、調査職員に確認

を行うこと。）。また、工事内訳書は、（一財）建築コスト管理システム研究所の内訳書

作成システム（ＲＩＢＣ２）の内訳書作成システムによる電子ファイルを提出すること。 

 

(14)  建築設計と設備設計等（別途契約）との相互調整について 

・ 業務の実施に当っては、建築設計及び設備設計等の受注者は相互に設計内容の調整及

び確認を行い、相互の業務に必要な図面又は資料（ＣＡＤデータ等の電子データを含む。）

は必要な時期に、別契約の受注者に提供すること。 

 

(15)  協力業者（下請け業者）との契約について 

  協力業者（下請け業者）との契約に当っては、平成31年1月21日付け国土交通省告示第

九十八号によって示された構造及び設備の報酬基準を参考に、設計品質を確保する上で

必要な報酬額で契約するよう努めること。 

 また、第三者に再委託する場合に、発注者の承諾を得なくてもよい簡易な業務は、コピ

ー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く。）、トレ

ース、資料整理、模型製作、透視図作成に限る。 

 

(16)  石綿の使用状況の調査 

＊ 解体又は改修工事等の設計に際しては、石綿含有建材の使用状況（石綿含有の有無

等）を調査し、解体等工事の事前調査結果報告書を提出すること。なお、調査方法等

は、建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版）の1.4.1事前調査及び公共建築改修

工事標準仕様書（建築工事編）・建築改修工事監理指針（最新版）の1.5.1事前調査に

より実施すること。分析調査の方法については、JIS A 1481-１により実施すること。

また、試料採取による分析調査箇所数は下記のとおり見込んでいる。分析調査費には

調査職員が立会する際の、保護具の費用（処分費を含む。）について、含んでいる。 

【試料採取による分析必要箇所数】 

ア 石綿含有吹付け材・・・（             ）試料 

イ 石綿含有保温材等・・・（             ）試料 

ウ 石綿含有成形板  ・・・（            ）試料 

エ 石綿含有仕上塗材等・・・（     18      ）試料 

オ 

・ 行わない 

 

(17)  特別管理産業廃棄物等の調査 
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  ○・ 解体又は改修工事等の設計に際しては、特別管理産業廃棄物等（ＰＣＢを含む機

器類、ＰＣＢ含有シーリング材、廃油、廃酸・廃アルカリ、フロン・ハロン、イオン

化式感知器、六ふっ化硫黄ガス等（廃石綿は除く。））の有害物質の有無について調

査を行うこと。また、資料採取による分析調査箇所数は下記のとおり見込んでいる。 

【試料採取による分析必要箇所数】 

 ア ＰＣＢ含有シーリング材（               ）試料 

 イ 

・ 行わない 

 

(18)  低入札価格調査対象業務に係る業務完了後調査 

・ 低入札価格調査の対象となった業務については、「測量・建設コンサルタント等業

務における低入札価格調査制度事務取扱要綱」に基づき、業務完了後、調査を実施す

る。対象業務の受注者は、業務完了検査合格後２ヶ月以内に必要書類を提出し、ヒア

リング調査実施時に備えて必要な資料等を提示できるように準備しておくこと。 

 

(19)  労働環境改善（ウィークリースタンス）について 

＊ 本業務は労働環境改善（ウィークリースタンス）を目的とした業務であり、次によ

り実施する。 

ア 初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の内容を説明するとともに、取り組む

意思、 内容を別紙－１「ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）」

（以下「別紙－１」という。）を基に確認し設定する。取組期間については、初回打

合せ時（実施内容を設定した日）から履行期間末までとする。 

イ 受注者は、取組内容を、別紙－1にて整理し、打合せ記録簿と合わせて提出し、受発

注間で共有する。 

ウ 中間打合せ等を利用し、受発注間で取組のフォローアップ等を行う。 

エ 成果物納入時の打合せにおいて、実施結果（効果・改善点等）を受発注者双方で確 

認し、別紙－２「ウィークリースタンス推進チェックシート（実施結果）」に記入し

打合せ記録簿で提出し、共有する。 

オ 様式については「広島県の調達情報」のお知らせに掲載している。 

ＵＲＬ:https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/index.html 

 

(20)  その他 

○・ 基本設計時に、設計概要資料を作成すること。（A4版２枚程度、動画使用可能） 

○・ 工事発注区分（解体撤去工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備

工事）に従って図面及び内訳書等を分けて作成すること。 

○・ 工事にあたって国の交付金を活用する予定であるため、内訳書の作成にあたっては、

国の交付金対象内外に従って項目を分けること。また、各項目で見込んでいる数量の範

囲が確認できる図面を作成すること。交付対象となる工事は、別途提供する交付要綱等

を参照するほか、調査職員と協議すること。 
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５ 成果物、提出部数等 

（1） 基本設計 

成 果 物 規格及び部数 備考 

○・ 建築（総合）基本設計図書 １部 A3 

○・ 建築（構造）基本設計図書 １部 A3 

○・ 電気設備基本設計図書 １部 A3 

○・ 機械設備基本設計図書 １部 A3 

・ 透視図 カット A3程度 額付きカラー 

電子データ共 

○・ 鳥瞰図 １カット A3程度 額付きカラー 

電子データ共 

・ 模型 一式  

○・ リサイクル計画書 １部  

○・ 電子成果品 ２部 電子メディアにて提出 

○・ コスト縮減等の検討資料（中間報

告） 

１部  

○・ 各種技術資料 １部  

○・ 業務打合せ簿・打合せ記録簿 １部  

○・ 建築物総合環境性能評価システム

（CASBEE）目標値報告書 

１部  

○・  BIM データ及び関連データ ２部 電子メディアにて提出 

・    

・     

（注）：建築（構造）、電気設備及び機械設備の成果物は、建築（総合）基本設計の成果

物の中に含めることができる。 

  ：成果物は調査職員の指示により製本とする。 

  ：電子成果品の提出は、「建築設計業務等電子納品要領（以下「要領」）」に基づ

いて作成する。「要領」で特に記載が無い項目は、提出する義務はないが、「要領」

の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議の上、電子化の是非を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-71-



令和６年４月改正版 

18 

（2） 実施設計 

成 果 物 規格及び部数 備考 

○・ 建築（総合）設計図 １部  

○・ 建築（構造）設計図 １部  

○・ 電気設備設計図 １部  

○・ 機械設備設計図 １部  

○・ 構造計算書 １部 ALC外壁パネル工事、屋根工事等については、

建築基準法に基づく風速等に応じた標準的

な工法検討及び詳細図の作成まで含む。 

○・ 電気設備設計計算書 １部  

○・ 機械設備設計計算書 １部  

○・ 昇降機設備設計計算書 １部  

○・ 電子成果品 （エラーチェッ

ク含む） 

２部 電子メディアにて提出 

○・ 積算数量算出書（数量調書含

む） 

１部  

○・ 工事内訳書 １部 金額入り 電子データ共 

○・ 内訳書単価根拠資料（見積比

較表、見積書等） 

１部  

○・ 数量算出及び積算数量調書チ

ェックリスト 

１部 国土交通省ＨＰの公共建築工事積算基準等

関連資料に掲載の様式で提出すること。

（http://www.mlit.go.jp/gobuild/shiryou

_sekisan_unnyou.htm） 

○・ 数量チェックシート 1部 国土交通省ＨＰの公共建築工事積算基準等

関連資料に掲載の様式で提出すること。

（http://www.mlit.go.jp/gobuild/shiryou

_sekisan_unnyou.htm） 

建築工事のみに適用。 

○・ 関係法令等に基づく必要な各

種申請図書（計画通知図書等） 

必要部数 手続きを含み、計画通知書については、第１

面～第５面と確認済証をＰＤＦデータで提

出すること。 

○・ 省エネルギー関係計算書 １部  

○・ 建築物環境性能評価システム

（CASBEE）による計算書 

１部  

○・ リサイクル計画書 １部  

○・ 概略工事工程表 １部  

○・ コスト縮減等の検討資料 １部  

・ 防災計画書 １部  

・ 環境配慮システムチェック表 １部 広島県環境配慮推進要綱による。 

○・ テレビ電波障害調査報告書 １部 測定結果一覧表、調査所見、測定写真、受信

障害予想地域図、住宅地域図等を添付。 
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・ PCB分析報告書 １部  

○・ 各種技術資料 １部 必要に応じて提出すること。 

○・ 透視図 １カット A3程度 額付きカラー 電子データ共 

○・ 鳥瞰図 １カット A3程度 額付きカラー 電子データ共 

・ 模型 一式  

○・ 広報説明用資料（デフォルメ

化した説明用図面を含む） 

１部 デフォルメ図面のレイアウト、カラー等は調

査職員と協議の上決定（電子データ共）。 

○・ 業務打合せ簿・打合せ記録簿 １部 官公署との設計協議書及び協議記録簿等を

含む。 

○・ 現況写真及び現地調査資料 １部 Ａ４版製本 写真及び画像データ共 

○・ 設計図二つ折り製本 部 Ａ   版製本 

・ 稟議用Ａ４版製本 １部  

○・ 見積依頼先名簿届 １部 必要に応じて指定様式で提出すること。 

○・ 貸与品借用（返納書） １部 必要に応じて指定様式で提出すること。 

○・ 解体等工事の事前調査結果報

告書 

１部  

・    

提出を要する事務書類 部数 備考 

＊ 管理技術者選任（変更）通知

書 

１部 管理技術者と受注者との雇用関係が確認で

きるもの（健康保険証の写し等）を添付。免

許・資格については証する写しを添付。 

業務組織計画表を添付。 

＊ 誓約書 １部 管理技術者の兼務制限について 

＊ 業務工程表 １部  

＊ 暴力団員による不当行為 

防止等に関する講習の受講 

修了書の写し 

１部  

＊ ウィークリースタンス推進 

チェックシート 

１部  

＊ 電子納品・電子検査事前協議 

チェックシート 

１部  

＊ 期間別業務履行報告書 毎回１部 期間内に作成した図面を添付 提出回数及

び提出日は毎月２回で、15日と月末日とす

る。 

＊ 委任（下請負）承諾願 １部 業務組織計画表を添付。 

＊ 委託業務完了通知書 １部  

＊ 引渡書 １部  

＊ 請求書 １部  

・    

・    
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（注）：建築（構造）の成果物は、建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることができる。 

：成果物は調査職員の指示により製本とする。 

：積算数量算出書の作成は、営繕積算システムRIBC２（（一財）建築コスト管理システ 

ム研究所）による。 

：電子成果品の提出は、「建築設計業務等電子納品要領（以下「要領」）」に基づいて

作成する。「要領」で特に記載が無い項目は、提出する義務はないが、「要領」の解釈

に疑義がある場合は調査職員と協議の上、電子化の是非を決定する。 
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別紙１ 

県営日吉台住宅 位置図・配置図 
 

＜位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え計画地 

計画地 

福山市役所 

福山駅 
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別紙２ 

設 計 業 務 に か か る Ｅ Ｉ Ｒ 
 

1. 目的 

本EIR は、県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託（以下、「本

業務」という。）の履行にかかるBIM 活用に関して発注者として求める要件を示すものである。

このため、本EIR を満足していれば、本業務における受注者によるBIM 活用にかかる技術提

案や自主的なBIM 活用を妨げない。 

 

2. 基本的事項 

2.1 BEP（BIM 実行計画書）の提出 

（1） 本業務の受注者は、契約後速やかにBEP を提出すること。また、契約後に本業務の内

容に変更があった場合等においては、受発注者で協議の上、BEP の内容を変更すること

ができる。 

（2） BEP には、以下の内容を記載すること。また、必要に応じ、受注者による自主的なBIM 

活用について記載することとするが、当該BIM 活用を記載することによる履行の義務は

生じない。 

①BIM ソフトウェアの種類とバージョン 

②BIM ソフトウェア以外に使用するソフトウェアの種類、バージョン、使用範囲・使用

内容 

③発注者等へのBIM データの提示方法（PC 等の持ち込み、ビューア、クラウド利用など） 

④3.に示す対象項目への対応 

（3） BEP の書式は任意とするが、別紙の様式を参考としても良い。 

 

2.2 BIM データの作成 

（1） 本業務の受注者は、BEP に従いBIM データ（BIM モデル（所要の属性情報を含む）に

加えBIM 上での2D による加筆も含めた全体の情報）及びBIM データを活用した資料（設

計図面等）を作成する。 

（2） BIM モデルの作成範囲及び詳細度等は、BIM 活用（自主的なBIM 活用を含む）の目的

を達成できるものとする。（3.に示す対象項目のうち実施を必須とする項目にかかる目安

を5.4 に示す。） 

（3） BIM データの作成に用いるBIM ソフトウェアはIFC 形式のファイルを作成できるもの

とする。なお、構造、設備、各種シミュレーション、データ統合その他にBIM ソフトウ

ェア以外のソフトウェアを併用することは妨げない。 

（4） BIM モデルの属性情報等について、材料及び資機材の名称は原則として「公共建築工

事標準仕様書」等の適用基準に示される名称による。 

なお、最大限の注意をもって、BIM データに特定の製品名、製造所名が判読又は推定

されるような記載、表現が含まれないようにする。 

 

2.3 BIM データ等の提出 

（1） BEP に従い作成したBIM データ及び関連データ（3.のBIM 活用により作成したデータ）

は電子納品の対象とする。 

（2） ファイル形式は以下表のとおりとする。なお、BIM データの成果品の作成、確認につ

いては、「BIM 適用事業における成果品作成の手引き（案）」（令和4 年版）を適用する。 
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データの種類 ファイル形式 

BIM データ オリジナルファイル及びIFC（IFC はBIM ソフトウェアの

標準的な機能を用いて可能な限りオリジナルファイルと

同等の情報が含まれたものとする） 

BIM データ（工事の発注手続き

で参考資料として提示するもの

であり、別途発注者より指示す

る。） 

無償のビューアで閲覧可能な形式 

関連データ（3.のBIM 活用によ

り作成したデータ） 

BIM データ内に格納されたPDF、DWG、JPG 等 

 

3. BIM 活用の対象項目とその目的等 

（1） 本業務において発注者が考えるBIM 活用の対象項目、目的等は以下表のとおりとする。 

（2） 対象項目欄に【指定】又は【試行】とあるものは実施を必須とする項目、【推奨】とあ

るのはその実施を任意とする項目である。【推奨】項目についてもBEP に何らかの記載

（「対応しない」「対応予定」「対応未定」「○○の方針で実施」など）を求めるが、この

場合も記載することによる履行の義務は生じない。 

対象項目 目的 詳細 活用の時期 

①  ３次元

による建物

外観及び内

観（一部）

の提示・調

整【指定】 

発注者との合

意形成の円滑

化 

外観（4 面）、内観（エントラ

ンスホール及び代表的な事務

室住戸）について、発注者・

施設管理者にイメージをビュ

ーアで説明し、合意を得る（形

状が判断できればよく、材質

の設定、点景の配置等は要し

ない。周辺建物のモデルはボ

リュームが分かる程度を想

定） 

 

基本設計段階の後半 

令和７年８月29日までに、該当

部分（詳細欄のとおり）3次元

モデルを作成し、調査職員へ協

議を行い、設計方針について承

諾を得ること。 

②  概算工

事費の算出 

【推奨】 

概算精度向 

上、内容変更

への対応性確

保 

BIM を活用して数量を算出す

る。（部分的な活用で可） 

基本設計段階 

 

 

③  干渉チ

ェック（納

まり確認・

調整）【試

行】 

設計審査の円 

滑化（発注者 

メリットの確 

認） 

統合または重ね合わせによ

り、建築（意匠・構造）、電気

設備、機械設備のBIM モデル

の整合性を確認する。 

 

基本設計終了段階 

令和７年10月１日までに、該当

部分（詳細欄のとおり）3次元

モデルを作成し、調査職員へ協

議を行い、設計方針について承

諾を得ること。 

 

4. データの共有 

業務履行途中におけるBIM モデル等のデータ共有は求めない。ただし、ビューア等を用 

いて、発注者に対する設計内容等の確認をクラウド等の共有環境で行う場合は、発注者と協 

議する。 
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5. 参考 

5.1 発注者のBIM データの閲覧等環境 

項目 性能 

PC HP ZBook Fury 15.6 inch G8 

ソフトウェア Archicad25 Solo 又 は Revit Architecture 

engineering & Construction 

 

5.2 参照資料 

資料名 性能 

官庁営繕事業におけるBIM モデルの作成

及び利用に関するガイドライン 

国土交通省 

設計BIM ワークフローガイドライン建築

設計三会（第一版） 

建築設計三会設計BIM ワークフロー検討会 

建築分野におけるBIM の標準ワークフロ

ーとその活用方策に関するガイドライン 

建築BIM 推進会議 

 

5.3 工事受注者への引継ぎ資料におけるモデリング・入力ルールの記載項目等（例） 

※「設計BIM ワークフローガイドライン 建築設計三会（第1 版）」をベースに作成 

項目 記載内容 

基準点 配置基準点、建物基準点、高さ方向基準点、建物方向 

リンクファイル 建築・構造・設備などのファイル構成 

作業分担の設定 作業領域の区分 

グループ モデルグループの使用箇所、命名規則 

フェーズ フェーズの使用箇所（A 工事、B 工事、C 工事など）、命名

規則 

ビュー構成・命名規則 ビューとシートの構成、命名規則（管理番号） 

オブジェクトタイプ・命名規則 オブジェクトタイプの構成、命名規則 

線種 線種・線の太さの設定、命名規則 

ハッチング種類 ハッチングの種類、命名規則 

２D 加筆箇所 主な２D 加筆箇所 

切断プロファイル 切断プロファイル使用箇所 

その他モデル作成のルール 意匠上重要な視点からのパースや、納まりスケッチ等、設計

意図伝達のためのビュー設定について幅木や廻り縁の入力

の有無、壁厚の表現 

 

5.4 BIM モデルの作成範囲及び詳細度等 

3.に示す対象項目のうち実施を必須とする項目について、BIM モデルの作成範囲及び詳細度

等は以下のとおりとする。 

対象項目 作成範囲及び詳細度等 

「①３次元による建物外観及び内観（一部）の提示・調整」 別表１ を目安とする 

「③干渉チェック（納まり確認・調整）」のうち、基本設計終了段

階 

「③干渉チェック（納まり確認・調整）」のうち、実施設計終了段

階 

別表２ を目安とする 

「④実施設計図書の作成」 

※「設計BIM ワークフローガイドライン 建築設計三会（第1 版）」をベースに修正している。 
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別表１ 

 基本設計段階 

担当 形状 情報 

建築    

  空間要素 空間（室、通路、

ホール等（階数、

階高、各室の面

積共）） 

A 要求諸室、建物機能諸室 用途の指定、面積

情報 

建築要素 階高、地下深さ、

最高高さ設定 

A 通り芯・レベル 階高 

構造体：柱、は

り、床（スラブ）、

基礎、耐力壁 

A 意匠柱、床スラブ等意匠 

上の仮配置 

大きさ、性能、床

スラブ高さ 

構造耐力上主要

な部分に含まれ

ない壁（種類も

含む） 

- - - 

屋根、ひさし、

バルコニー 

A 形状、大きさ、厚さ  

階段 A 構造種類（鉄骨/RC） 幅員、蹴上、踏面 

EV シャフト  大きさ、開口  

外装（種類、材

料等） 

 形状、設計仕様 

（CW/PC/RC/ALC) 

設計仕様 

外部建具（仕様

も含む） 

- - - 

内部建具（仕様

も含む） 

- - - 

天井（天井高を

含む） 

- - - 

BIMから 

出力する 

図面 

  配置図、平面図（各階）、

断面図 

 面積表 

構造    

 BIM 建築要素 構造耐力上主要

な部分に該当す

るもの（柱、は 

り、スラブ等） 

- - - 

 雑構造物（工作

物、各種下地材

など） 

- - - 

 BIMから 

出力する 

図面 

    

注）担当欄の凡例は次のとおり。 

A：建築設計、S：構造設計、E：電気設備設計、M：機械設備設計 
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 基本設計段階 

担当 形状 情報 

電気設備    

 BIM 空間要素 空間要素 

※建築モデルを流用して、

設備は表計算ソフトで作

成することも可能とする。 

E 主要室 設計仕様

情報の追

記 

 機器・盤類 

※表計算ソフトを併用す

ることも可能とする。 

E 電気機器 設計仕様 

 器具 ‐ ― ― 

 幹線（ケーブルラックを含

む）  

‐ ― ― 

 インフラ供給ルート E インフラ供給ルート

（2D 加筆） 

― 

BIM から 

出力する 

図面 

   

機械設備 

 BIM 空間要素 空間要素 

※建築モデルを流用して、

設備は表計算ソフトで作

成することも可能とする。 

M 主要室 設計仕様

情報の追

記 

機器 

※表計算ソフトを併用す

ることも可能とする。 

M 床置き・天吊り機器 設計仕様 

 器具 ‐ ‐ - 

 ダクト ‐ - - 

 ダンパー等 - - - 

 配管 - - - 

 インフラ供給ルート M インフラ供給ルート

（2D 加筆） 

― 

BIMから 

出力する 

図面 

  【給排水衛生設備】 

 

昇降設備    

 BIM 空間要素 EV M EV 本体（かご）の大

きさ 

設計仕様 

敷地・外構    

 BIM 建築要素 現況敷地情報：既存工作

物、敷地内既存建築物、既

存立木等（表面形状） 

A 地盤面、工作物、樹木  

整備後の敷地工作物等 

（主要な歩道、車道、駐 

車場等） 

A 歩道、車道、駐車場、

駐輪場、フェンス、門

又は塀、側溝、枡 

設計仕様 

BIMから 

出力する 

図面 

  配置図  
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別表2 

 実施設計段階 

担当 形状 情報 

建築 

  空間要 

素 

空間（室、通路、ホ

ール等（階数、階高、

各室の面積共）） 

A 全諸室 面積、設計仕様情

報 

の追記 

   階高、地下深さ、最

高高さ設定 

A 通り芯・レベル 階高 

   構造体：柱、はり、

床 

（スラブ）、基礎、耐

力壁 

A 床の構造（設計仕

様）、厚さ 

性能、設計仕様 

   構造耐力上主要な部

分に含まれない壁

（種類も含む） 

 

A 壁の構造（設計仕

様）、厚さ 

性能、設計仕様 

   屋根、ひさし、バル

コニー 

A 形状、大きさ、厚さ 設計仕様 

   階段 A 構造種類（鉄骨/RC） 幅員、蹴上、踏面 

   EV シャフト A 大きさ、開口  

   外装（種類、材料等）  形状、設計仕様 

（CW/PC/RC/ALC) 

設計仕様 

   外部建具（仕様も含

む） 

A 形状、大きさ、開き

勝手 

性能、設計仕様 

   内部建具（仕様も含

む） 

A 形状、大きさ、開き

勝手 

性能、設計仕様 

   天井（天井高を含む） A 形状、構造（一般、

グリット天井）、高

さ 

性能、設計仕様 

  BIM から 

出力する 

図面 

  平面図（各階）、断

面図、立面図（2面）、

展 

開図（主要な箇所）、

天井伏図 

面積表、仕上表、

建具表 

構造 

 BIM 建築要素 構造耐力上主要な部

分に該当するもの

（柱、はり、スラブ

等） 

S 柱、大梁、耐震壁、

ブレ 

ース、基礎梁 

断面情報、配置情

報 

 雑構造物（工作物、

各種下地材など） 

S  ―- 

 BIM から 

出力する 

図面 

  伏図（各階）、軸組

図 

- 

注）担当欄の凡例は次のとおり。 

A：建築設計、S：構造設計、E：電気設備設計、M：機械設備設計 
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 実施設計段階 

担

当 

形状 情報 

電気設備 

  空

間

要

素 

空間要素 

※建築モデルを流用

して、設備は表計算

ソフトで作成するこ

とも可能とする。 

E 主要室 設計仕様情報の追記 

   機器・盤類 

※表計算ソフトを併

用することも可能と

する。 

E 電気機器 設計仕様 

   器具 E 照明器具、非常用

照明器具 

設計仕様 

   幹線（ケーブルラッ

クを含む）  

E ケーブルラック２

D 加筆による配線 

用途・サイズ 

   インフラ供給ルート E インフラ供給ルー

ト（2D 加筆） 

 

  BIM 

か

ら 

出

力

す

る 

図

面 

  配置図、負荷表、各設備配線図（各階 通信 

情報設備・火災報知設備・中央監視制御設備 

・構内線路を除く） 

機械設備 

 BIM 空

間

要

素 

空間要素 

※建築モデルを流用

して、設備は表計算

ソフトで作成するこ

とも可能とする。 

M 主要室 設計仕様情報の追記 

 機器 

※表計算ソフトを併

用することも可能と

する。 

M 床置き・天吊り機

器 

設計仕様 

  器具 M 排煙口・衛生器具 設計仕様 

  ダクト M 主要なダクト 

（フランジ・保温

は不要）、末端部は

加筆 

用途・サイズ 

  ダンパー等 M 区画貫通部等の 

主要なダンパー 

設計仕様 

  配管 M 主要な配管 

(フランジ・保温等

は不要) 

用途・サイズ 
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末端部は２D 加筆 

  インフラ供給ルート M インフラ供給ル

ート 

（2D 加筆） 

― 

 BIM 

か

ら 

出

力

す

る 

図

面 

  【給排水衛生設備】 

配置図、機器表、器具表、 

給排水衛生設備配管平面図（各階） 

【空気調和設備】 

配置図、機器表、器具表(排煙口)、 

空気調和設備平面図（各階） 

昇降設備 

 BIM 空

間

要

素 

EV M EV 本体（かご）の

大き 

さ 

設計仕様 

敷地・外構 

 BIM 建

築

要 

素 

現況敷地情報：既存

工作物、敷地内既存

建築物、既存立木等

（表面形状） 

A 地盤面、工作物、

樹木 

 

   整備後の敷地工作物

等 

（主要な歩道、車道、

駐車場等） 

A 歩道、車道、駐車

場、駐輪場、フェ

ンス、門又は塀、

側溝、枡 

設計仕様 

  BIM 

か

ら 

出

力

す

る 

図

面 

  配置図  
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【県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託業務】 

にかかるBEP（BIM 実行計画書）（例） 

 

１ ．BIM の活用 

 

1.1 BIM ソフトの種類とバージョン 

BIMソフトの種類（名称） BIMソフトのバージョン 

●● ●● 

 

1.2 BIM ソフト以外に使用するソフトの種類、バージョン、使用範囲・使用内容 

ソフトの種類 ソフトのバージョン 使用範囲・使用内容 

●● ●● 電気設備 

  機械設備 

 

1.3 発注者等へのBIM データの提示方法 

PC 持ち込み ビューア等 

 

1.4 BIM データの作成内容等  

対象項目 実施内容 活用の時期 

① ３次元による建物外観及び内観（１

部）の提示・調整【指定】 

（実施箇所、実施方法を

記載） 

 

② 概算工事費算出【推奨】   

③ 干渉チェック（納まり確認・調整）【試

行】 

  

④  実施設計図書（ 一部） の作成【試

行】 

  

⑤ 工事受注者への引継ぎ資料の作成【指

定】 

  

⑥ ジェネリックオブジェクトの使用【試

行】 

  

（ 受注者によるBIM活用にかかる技術提

案があれば記載する。） 

  

（ 受注者による自主的なBIM 活用があ

れば記載する。） 

  

 

1.5 BIM モデルの作成範囲及び詳細度等 

1.5 に示す対象項目について、BIM モデルの作成範囲及び詳細度等は以下のとおりとする。 

対象項目 作成範囲及び詳細度

等 

●● 別表１ を目 

安とする  

 別表２ を目 

安とする  
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No.1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
積算 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 50

○

○

○ 1/ 50

○ 1/ 50

○ 1/ 50

○ 1/ 10～50

一式

一式

一式

一式

1

0.5

委託範囲及び設計図作成要領(建築工事）

11

2.5

矩計図

展開図

平面詳細図

部分詳細図

詳細図と兼ねてよい

下階から上に追う

9

工事日程計画書

構造計画概要書及び仕様概要書

面積表

仕上表

敷地案内図

配置図

構造計画図

工事費概算書(建設コスト縮減等検討資料も含む）

一般構造(図面の縮尺及び注意事項）

広島県福祉のまちづくり条例と
ハートビル法整備区分表

共通仕様書

特記仕様書

手続き

目次

工事概要

別途工事区分表

建具位置図

建具表

外構図

日影図

平面図

立面図

断面図

各伏図

3

1

工事名称、工事場
所、建物概要(構造、
規模等)、工事範囲及
び区分の明記、数量
表(参考)

左記の条件等の適用整備状況を一覧表
に整理すること

必要な場合だけ

小規模建物は、平
面に併記してよい

記入順序は、積算
要領による

区　　分

実
施
設
計

仕
様
書

総
合

一
般
図

詳
細
図

参考枚数

仕様書の指定及び一般事項

特に指定、指示する事項及び共通仕様
書に準拠しない事項

12

6

9

12

12

6

1

3

計画通知、各種許可申請書等に伴う届
出書類の作成及び法規手続きの代行等
を含む

一式

9

9

20

6

6

区分 内容
参考
枚数

委託
範囲

業務名称：県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託

設　計
資　料

基
本
設
計

設
計
図
書

総
合

構
造

調査研究企画報告書

関連技術資料書

各種法令手続きのための技術資料の作成

計画説明書

仕様計画概要書

仕上計画表

面積表及び求積表

敷地案内図

配置計画図

平面(各階)及び動線計画図

断面計画図

立面計画図

矩計図
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委託
範囲 No.2

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 100

○ 1/ 50

○ 1/ 50

○ 1/ 100

○ 1/ 30

○ 1/ 30

○
構造計算のルート 3

まで行うこと(別紙ﾙ

ｰﾄ表による)

重要度係数

I= とする

○

○ 構　造

電気設備
機械設備

○ 鳥瞰図 1/ 150 程度

○ 透視図 1/ 150 程度

― 模　型 1/

― 仮設計画図

備考欄

１

２

３ 設計図面は、Ａ 2 版－ 枚程度とする。

４

５

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/235/sekkeiyoushiki.html）
６

特記仕様書は、営繕課ＨＰを参照のこと。

設計図面は、CADファイルを提出すること（JWW及びPDF形式）。

12

架構図

杭伏図

地質調査図

床版リスト、配筋図

1.0

構造計算書

基礎伏図に併記してよい

12

6

設計図面の作成は、概ね上表によるものとする。ただし、建物内容及び図面構成に応
じて併記してもよい。

この表にないもの又はこの表によることが適当でないものは、適宜作成する。

総　合

内訳書ファイルＦＤ(工事内訳書）

数量計算書、見積比較表、見積り書等
の作成

建設コスト縮減資料書の作成

一式

―

―

一式

一式

一式

一式

6

3

9

3

階段、壁リスト及び雑配筋 6

3

実
施
設
計

積算
○

○

計
算
書

○

構
造
図

構
造

梁リスト

基礎伏図

柱リスト

各階構造伏図

各図面の縮尺については、原則上表によるものとするが、この表によることが適当で
ない場合、協議の上決定する。

官公署諸手続き(計画通知、消防設備
計画書)等に伴う建築士のチェック及
び押印を含む

を含む

1　特記仕様書には、工事に関する全ての材料、仕様内容を明示すること。
2　材料・仕様などの名称は、公共建築工事標準仕様書(最新版)に基づき記入すること。
3　部分詳細図を明確に図示すること。
4　参考枚数は、建築工事及び畳工事図面としている。
5　各伏図にはｽﾘｰﾌﾞ図が含まれている。
6　日影図には各法令ﾁｪｯｸ表・図が含まれている。
7　基礎・杭伏図には基礎・杭ﾘｽﾄがそれぞれ含まれている。
8　架構図には軸組図が含まれている。
9 雨水排水工事は建築工事とする。
10 官公署諸手続きに必要な図面等の作成を含む。
11 住宅敷地内及び周辺状況を調査し、設計に反映させること。
12 仮設図面は、道路状況の調査により重機・資材の搬入経路を検討し、工事工程、
　 工事動線に配慮して作成すること。
13 外構図面には、雨水排水桝における勾配図を添付のこと。
14 駐輪場、ゴミ置場等の付属建物の設計も行うこと。

手続き

省エネルギー計算書(ＰＡＬ) 一式

一式

その他

199

区　　分 一般構造(図面の縮尺及び注意事項） 参考枚数

委託範囲及び設計図作成要領(建築工事）
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No.1

委託
範囲

〇 調査研究企画報告書

〇 関連技術資料

〇 各種法令手続きのための技術資料の作成

〇 計画説明書

〇 電気設備計画概要書

〇 仕様概要書

〇 各種技術資料

〇 工事費概算書及び工事日程計画書（電気設備コスト縮減資料も含む）

〇 共通仕様書 仕様書の指定、一般事項（指定様式に記入）

〇 特記仕様書 特に指定、指示する事項又は、仕様書により難い事項

〇 工事概要・敷地案内図・配置図 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設 解体図含む

〇 工事区分表

〇 構内配電線路図 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

配置図

〇 電灯設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統（幹線）図、分電盤（制御盤）回路図

参考姿図（特殊）、平面図 （詳細図）

〇 動力設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統（幹線）図、分電盤（制御盤）回路図

参考姿図（特殊）、平面図 （詳細図）

〇 雷保護設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

〇 受変電設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）、回路図

電力貯蔵設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）、回路図

発電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）、回路図

〇 構内通信線路図 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

配置図

構内情報通信網設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

〇 構内交換設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

情報表示設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

映像・音響設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

拡声設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

誘導支援設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

〇 テレビ共同受信設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設 ・一般 ・ BS

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊） ・ CS

テレビ電波障害除去設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

監視カメラ設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

区　分 内　　容 備考
参考
枚数

6

1

5

委託範囲及び設計図作成要領(電気設備工事）

業務名称：県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託

0.5
0.5

設

計

図

面

共

通

通

信

・

情

報

設

備

1

1
1

基
本
設
計

設
計
資
料

一式

設
計
図
書

一式

実

施

設

計

仕
様
書

電

力

設

備

2

26

11

6
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No.2
委託
範囲

駐車場管制設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

防犯・入退室管理設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

火災報知設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

中央監視制御設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

系統図 、平面図（詳細図）、参考姿図（特殊）

昇降機設備 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

平面図 （詳細図）、参考姿図（特殊）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受変電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

発電設備 ・ 既設 ・ 改修 ・ 新設

〇 電圧降下 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

〇 照度 ・ 既設 ・ 改修 〇 新設

ラック幅

コスト縮減算定書

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

積算明細書の作成

数量算出書（数量集計表、数量計算書、拾い図）

労務工数積算書

単価根拠（比較表、単価情報誌、カタログ、見積書[原本]） 最新号（写し可）

複合単価表（営繕積算システム（Ribc）内で作成のこと）

電波障害

概算費用、ポイント数電波方向に対するポイント数（   ５P） 特記なき場合５P

ＰＣＢ調査

消防届出

省エネ届出

発電設備届出

備考欄
1 設計図面は、Ａ- 2 版とし、枚数は 80 枚程度とする。

2 設計図の縮尺は、配置図及び構内図；1/500、平面図；1/100、詳細図；1/50を標準とする。

3 共通仕様書、特記仕様書は、営繕課ＨＰを参照のこと。

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/235/sekkeiyoushiki.html）
4 設計図の作成は、概ね上記によるものとする。ただし、著しく上記により難い場合は別途協議する。

5 設計図面は、CADファイルを提出すること（JWW及びPDF形式）。

6 設計図の作成にあたっては、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編、国土交通省大臣官房庁営繕部

監修)建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）、電気設備の技術基準並びに関係法令

に基づき作成すること。

その他

1 成果物は電気設備工事，昇降機設備工事に分けること。

2 官公署諸手続きに必要な図面等の作成は本業務に含む

3 工事着手前に届出を要する設備がある場合は該当する図面を先にまとめること。

委託範囲及び設計図作成要領(電気設備工事）

区　分 内　　容 備考 参考枚数

実

施

設

計

通
信
・
情
報
設
備

〇 9

各

種

調

査

○

一式
各

種

手

続

き

計

算

書

一式

積

算

〇 一式

そ

の

他

そ

の

他

〇 10

設

計

図

面
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No.3

その他
１.工事概要
・ 県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う電気設備及び昇降機設備の基本設計及び

実施設計を行う。

２．設計方針
・ 設計成果品は、電気設備と昇降機設備で分けて作成、提出すること。
・ 消防設備については、当該地区の消防署に協議を行い確認を行ったうえで、必要となる

設計を行う。
・ 電気引込みについては、予め電力会社と協議を行い、引込み時期、費用、手続き等の確認

を行い、工事工程等の検討を行う。
・ 解体工事に伴い支障となる配電線路等は、必要に応じて仮設計画を検討し、盛替えの設計

を行う。

３．留意事項
・ 太陽光発電の設置位置については、受光効率及びメンテナンス性を考慮し発注者と充分協議

すること。

委託範囲及び設計図作成要領(電気設備工事）
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No.1

○ 調査研究企画報告書

○ 関連技術資料

○ 各種法令手続きのための技術資料の作成

○ 計画説明書

○ 給排水衛生設備計画概要

○ 空調換気設計計画概要書

○ 仕様概要書

○ 各種技術資料

○ 工事費概算書及び工事日程計画表

工事仕様書 工事概要

共通仕様書（仕様書の指定及び一般事項） 支給

○ 特記仕様書（特に指定、指示する事項）

○ 工事区分表

○ 敷地案内図

○ 配置図 1/200～1/600

― 矩計図

○ 配管、ﾀﾞｸﾄ系統図

（1）冷暖房空調工事で特に必要な場合は原図

１枚にまとめる。

機械器具一覧表 （2）主要機器については、構造、寸法、能力、

動力、数量、制御方式、設置場所、付属品、

仕様書を明記する。

各階平面図 1/100 原則として各階ごとに原図１枚とし、特に１階は

立面図 1/200 屋外配管、別途工事等の関係を明確にする。

（1）厨房は、器具配置・器具表・連絡配管及び

換気ﾀﾞｸﾄ等を原図１～３枚でまとめる。

（2）空調機械室・ﾎﾞｲﾗ－冷凍機械室等は各階平

面図より別に側・断面を詳細に作成し、主

体工事とのおさまり関係及び取合部分を

明確にする。

（3）配管・器具等の複雑な箇所を抜き書き

する。

（4）ﾎﾟﾝﾌﾟ室・冷凍設備・恒温恒室等の特殊設

備は、単独に詳細図を作成する。

動力操作盤 （1）特に電気工事との施工区分を明確に

自動制御計測図 する。

（2）自動制御の目的・方法等を空白部にする。

○ 機器・工作物の図 1/30～1/100 標準図によらない機器は概略図等の表示

設計計算

設備容量計算、熱負荷計算、省エネルギ－計算(CEC/AC　CEC/V　CEC/HW)

内訳書ファイルＣＤ（工事費内訳書）

数量計算、機器見積、見積比較表、一般材料単価表、代価表の作成

計画通知、各種許可申請書等設計に伴う届出書類の作成及び法規手続の代行

委託範囲及び設計図作成要領(機械設備工事）

42

1
1

○

1

1

参考
枚数

業務名称：県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託

1

内容

6

12

9

60

一式

―

一式

各部詳細図

一式

参考枚数区　　分

設
計
資
料

実

施

設

計

○
手
続

積
算

○

○

設

計

図

面

計
算

○

○

仕
様
書

○

1/20～1/50

区分
委託
範囲 内容

一式

一式

基
本
設
計

設
計
図
書
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No.2

備考欄　
１.工事概要

・既設県営住宅の老朽化に伴う建替え工事を行う。

・給排水，換気，消火設備，ガス等必要な設備を設置すること。

２．設計方針

・コスト縮減に留意し，比較検討を行うこと。

・ 設計図は平面図で作成するが，必要に応じて断面図及び立面図も作成すること

・設計図の作成にあたっては，技術基準並びに関係法令に基づき，

公共建築工事標準仕様書を尊重し誠実に作成すること。

３．留意事項

・必要な官公庁との協議については，遅れることなく適宜行い，

協議録を作成すること。

４.その他
1. 設計図面の作成は、概ね上表によるものとする。ただし、衛生設備と冷暖房空調設備は

原則として、図面を分離して構成する。

2. この表によらないもの又は、この表によることが適当でないものは、適宜作成する。

3. 設計図面は、Ａ 2 版- 枚程度とする。

4. 大規模な工事については、別途建築、電気工事との施工区分を明確にするため、工事区分

表を作成する。　　

5. 計画通知書に添付を要する、消火設備、浄化槽などの図面を先にまとめる。

6. シンボル、記号、排水桝、詳細等は、配管図又は屋外配管図等の空白部に併記する。

7. 特記仕様書は、営繕課ＨＰを参照のこと。

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/235/sekkeiyoushiki.html）

8. 設計図面は、CADファイルを提出すること（JWW及びPDF形式）。

133

委託範囲及び設計図作成要領(機械設備工事）
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No.1

積算

〇

〇

○
○
○
○ 1/ 100
○ 1/ 100

1/ 100
○ 1/ 100

1/ 100

○ 1/ 50

○

○ 1/ 50
○ 1/ 50
○ 1/ 50
○ 1/部分詳細図 10～50

詳
細
図

矩計図 12
展開図 詳細図と兼ねてよい

平面詳細図 下階から上に追う

実
施
設
計

各伏図 5

外構図 6
日影図

配置図

面積表
仕上表 5
敷地案内図

1

工事概要

工事名称，工事場
所，建物概要(構造，
規模等)，工事範囲及
び区分の明記

別途工事区分表

総
合

一
般
図

目次 1

広島県福祉のまちづくり条例と
ハートビル法整備区分表

左記の条件等の適用整備状況を一覧
表に整理すること

平面図 10
立面図 10

建具位置図
小規模建物は，平
面に併記してよい

建具表
記入順序は，積算
要領による

5

断面図 必要な場合だけ

特記仕様書
特に指定，指示する事項及び共通仕
様書に準拠しない事項

手続き
計画通知，各種許可申請書等に伴う
届出書類の作成及び法規手続きの代
行等を含む

矩計図
工事日程計画書

構
造

構造計画概要書及び仕様概要書
構造計画図
工事費概算書(建設コスト縮減等検討資料も含む）

仕
様
書

共通仕様書 仕様書の指定及び一般事項
2

配置計画図
平面計画図
断面計画図
立面計画図

基
本
計
画

設　計
資　料

調査研究企画報告書
関連技術資料書
各種法令手続きのための技術資料の作成

設
計
図
書

総
合

計画説明書
仕様計画概要書
仕上計画表

委託範囲及び設計図作成要領(建築工事）

業務名称：県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託
（県営日吉台住宅１～５号館解体撤去工事）

区　分
委託
範囲 内　容

参考
枚数

面積表及び求積表
敷地案内図
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No.2

○ 1/ 100
1/ 100

○ 1/ 100
○ 1/ 50
○ 1/ 50
○ 1/ 100
○ 1/ 30
○ 1/ 30

構　造

電気設備
機械設備

鳥瞰図 1/ 150 程度
透視図 1/ 150 程度
模　型 1/
変更訂正図

備考欄

１

２
３ 設計図書の最低必要枚数は，概ねＡ 2 版－ 72 枚程度とする。
４

1　現地と図面の齟齬が発生しないように現地調査を行うこと。
2　工損調査の必要性を検討し，必要であれば設計に組み込むこと。
3  付属構造物・設備配管・電気配線・外構の解体・盛替設計も行うこと。

設計図の作成は，概ね上表によるものとする。ただし，建物内容及び図面構成に応
じて併記してもよい。

この表にないもの又はこの表によることが適当でないものは，適宜作成する。

各図面の縮尺については，原則上表によるものとするが，この表によることが適当
でない場合，協議の上決定する。

手続き を含む
官公署諸手続き(計画通知，消防設
備計画書)等に伴う建築士のチェッ
ク及び押印を含む

その他

架構図
床版リスト，配筋図

積算
〇 総　合

内訳書ファイルＦＤ(工事内訳書）

一式
数量計算書，見積比較表，見積り書
等の作成

建設コスト縮減資料書の作成

計
算
書

構造計算書

省エネルギー計算書(ＰＡＬ)

5
柱リスト 5
梁リスト 5

実
施
設
計

構
造

構
造
図

基礎伏図
杭伏図 基礎伏図に併記してよい

各階構造伏図

階段，壁リスト及び雑配筋
地質調査図

委託範囲及び設計図作成要領(建築工事）

区　分
委託
範囲 内　容

参考
枚数
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